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自然科学分析(７)

耳取遺跡の基本層序と古植生について

　　　　　　　　　　　　　　パリノ・サーヴェイ株式会社

　はじめに

　鹿児島県財部町に所在する耳取遺跡は，大隅半島の付け

根をほぼ北東方向に流れる，今別府川右岸の段丘上に位置

する。鹿児島県北部から大隅半島北半部にかけての地域に

は，いわゆるシラス台地が広く分布し，耳取遺跡の位置する

段丘もシラス台地に相当する(鹿児島県地質図編集委員会，

1990)。シラス台地を構成しているのは，約２万５千年前に

姶良カルデラより噴出した入戸火砕流堆積物であることは

よく知られているが，斎藤ほか(1994)は，隣接する末吉地域

において，シラス台地を開析する河川の河成段丘の地形面を

構成する段丘堆積物を，入戸火砕流堆積物の再堆積物いわゆ

る二次シラスとして記載し，地質図上では本来の入戸火砕流

堆積物と区別した。耳取遺跡が位置する段丘も，地形図から

類推すれば，その上面を構成するのは二次シラスと考えられ

る。

　耳取遺跡の発掘調査では，二次シラス層の上位に堆積する

火山灰土層中から，旧石器時代，縄文時代草創期～晩期，お

よび古墳時代～古代の遺物包含層が確認された。また，礫群

や集石などの遺構も，各層位で検出されている。調査区の基

本層序は，桜島を給源とするテフラ層を指標として分層され

ている。調査された土層断面のうち，Ｉ-13区において作成

された薩摩テフラより下位の土層断面については，過去に植

生の繁茂と土壌化作用がバランスよく行われたことを示す暗

色帯が数層準に確認されたが，テフラ層があまり明瞭ではな

かった。

　今回の分析調査では，この土層断面について，層位ごと

の重鉱物組成と軽石や火山ガラスなどのテフラに由来する砕

屑物の産状を調べることにより，現地所見で分層された基本

層序の検証を行う。また，同土層断面の各暗色帯の植物珪酸

体分析を行い，各暗色帯における古植生とその変遷を把握す

る。さらに，調査区内において採取された薩摩テフラより下

位の各層準で出土した，炭化材や炭化種子の種類を同定し，

古植生に関する資料とする。

Ⅰ　層序対比

　１　層序概要

　耳取遺跡では，発掘調査所見により二次シラス層の上位の

火山灰土層を，上位よりⅠ～ⅩⅥ層まで分層し，二次シラス

層をⅩⅦ層とした。これらの層のうち，Ⅲ，Ⅴ，Ⅵの各層は

上部のa層と下部のb層に細分されている。最上部のⅠ層は

耕作土層であり，Ⅱ層は1471年に桜島より噴出した，文明ボ

ラと呼ばれる軽石層が堆積する。さらに，Ⅵb，Ⅸ，ⅩⅣ，

ⅩⅥの各層にも，桜島起源のテフラ層(順にＰ11，薩摩テフ

ラ，Ｐ15，Ｐ17)が認められており，Ⅳ層には霧島火山起源

の御池軽石，Ⅴb層には鬼界カルデラ起源の鬼界アカホヤ火

山灰(K-Ah)が確認されている。

　遺物包含層は，これらのテフラ層の間にある火山灰土層

から検出され，12枚の遺物包含層が設定されている。遺物

包含層１はⅢa層にある。遺物包含層２は縄文時代晩期でⅢ

b層，遺物包含層３は縄文時代後期でⅣ層，遺物包含層４は

縄文時代中～前期でⅤa層にそれぞれ認められている。遺物

包含層５～７は，K-Ahの堆積するⅤb層よりも下位のⅥa，

Ⅶ，Ⅷの各層に認められ，いずれも縄文時代早期に比定され

る遺物や遺構が検出されている。薩摩テフラの堆積するⅨ層

には遺物は認められず，その下位のⅩ層に縄文時代草創期の

遺物包含層８が認められている。その下位のⅩⅠ，ⅩⅡの各

層には，旧石器時代細石器文化の遺物包含層９および10が認

められ，ⅩⅢ層には旧石器時代ナイフ型石器文化の遺物包含

層10，さらにＰ17直上のⅩⅥ層にも旧石器時代ナイフ形石器

文化の遺物包含層11が認められている。

　２　試料

　試料は，Ｉ-13区調査区壁の土層断面より採取した。この

断面では，薩摩テフラより下位のⅩ層～ⅩⅦ層まで分層され

ている。これらのうち，薩摩テフラ直下のⅩ層は，ほぼ黒ボ

ク土に近い土壌である。暗色帯は，ⅩⅠ層上部とⅩⅠ層最下

部からⅩⅡ層最上部にかけて，ⅩⅢ層下半部およびⅩⅤ層の

計４層準に確認された。テフラ層は，ⅩⅢ層下半部の暗色帯

中に白色軽石の散在が認められるが，それ以外の層準ではテ

フラ層を認識することはできない。

　採取した試料は，Ⅹ層上限よりⅩⅦ層上部まで厚さ５cm

で，試料番号１～55までの連続試料55点である。これらのう

ち，暗色帯の層位と褐色土の層位を考慮して，計16点の試料

を選択し，分析に用いた。Ｉ-13区土層断面の模式柱状図と

試料採取位置，および選択した試料については，分析結果を

示した図１に併記する。

　３　分析方法

　試料約40gに水を加え超音波洗浄装置により分散，250

メッシュの分析篩を用いて水洗し，粒径1/16mm以下の粒

子を除去する。乾燥の後，篩別し，得られた粒径1/4mm-

1/8mmの砂分をポリタングステン酸ナトリウム(比重約2.96)

により重液分離，重鉱物と軽鉱物分中に含まれた火山ガラス

を，偏光顕微鏡下にて同定する。同定の際，不透明な粒につ

いては，斜め上方からの落射光下で黒色金属光沢を呈するも

ののみを，「不透明鉱物」とした。「不透明鉱物」以外の不

透明粒及び変質等で同定の不可能な粒子は，「その他」とし

た。

　また，軽鉱物分と1/4mm以上の粒子については，実体顕

微鏡による概査(ここではテフラ概査と呼ぶ)を行い，スコリ

ア，火山ガラス，軽石などのテフラの本質物質に由来する砕

屑物の状況を定性的に記録した。

　４　結果

　重鉱物組成は，全層準を通して斜方輝石が最も多く，これ

に中量～少量の単斜輝石，少量の不透明鉱物および少量～微
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量の角閃石が伴われるという組成である。層位的には，単斜

輝石と角閃石の量比に次のような変化が認められる。下位よ

り試料番号52～42(ⅩⅥ層～ⅩⅣ層)では単斜輝石が比較的多

く，角閃石はほとんど含まれない。試料番号39～35(ⅩⅢ層)

では単斜輝石は少量になり，試料番号32～８(ⅩⅡ層～ⅩⅠ

層上部)では少量の単斜輝石に少量の角閃石を伴う組成とな

り，試料番号６～３(ⅩⅠ層最上部～Ⅹ層)では角閃石は少量

のままであるが，単斜輝石は上位に向かって増加する。

　一方，テフラ概査では，スコリア，火山ガラス，軽石と

も，層位的に異なる産状を示す。スコリアは，試料番号50～

44(ⅩⅥ層上部～ⅩⅣ層下部)に濃集層準が認められる。スコ

リアの特徴は，黒褐色で発砲のやや良好なものと，灰色で発

砲のやや不良なものとが混在する。火山ガラスは，試料番号

50～44(ⅩⅥ層上部～ⅩⅣ層下部)と試料番号32以上(ⅩⅡ層以

上)に多く含まれる。火山ガラスの形態は，緩い曲率を持っ

た薄手平板状のバブル形と，スポンジ状に発泡した軽石形の

２形態が混在する。軽石は試料番号52(ⅩⅥ層最下部)，試料

番号39(ⅩⅢ層最下部)および試料番号32～18(ⅩⅡ層～ⅩⅠ層

最下部)にやや多く含まれる。どの軽石も，白色を呈し発泡

は良好である。

　５　考察

　(１)層序区分

　重鉱物組成およびテフラに由来する砕屑物の産状により，

Ｉ-13区土層断面は以下のような層序区分ができる。

　ⅩⅥ層下部(試料番号52，51)：重鉱物組成は，上位と同様

に単斜輝石の多いところが特徴であるが，軽石がやや多いこ

とで上位とは区分される。層位からみて，この軽石は調査区

内の他の場所で認められているＰ17に対比される。試料番号

50と49のⅩⅥ層上部は，後述するようにＰ16に対比される可

能性のあるテフラの降灰層準があると考えられることから，

本地点のⅩⅥ層下部が本遺跡における標準層序のⅩⅥ層に対

比されるといえる。

　ⅩⅥ層上部～ⅩⅣ層(試料番号50～35)：重鉱物組成は，下

位と同様に単斜輝石の多いことが特徴であるが，スコリアと

火山ガラスの濃集することで区分される。スコリアは，その

層位からＰ16に由来する可能性がある。その降灰層準は，不

明瞭ではあるが，ⅩⅤ層付近に推定される。本層位の上位に

あるⅩⅢ層下底にＰ15の軽石が認められることから，本層位

は本遺跡における標準層序のⅩⅤ層に概ね対比されると考え

られる。また，暗色帯は，本層位の下部に相当する。

　ⅩⅢ層(試料番号40～34)：下位の層位に比べて，単斜輝石

が少なくなる重鉱物組成により区分される。また，最下部に

軽石のやや多い層準が認められる。この軽石は，層位からＰ

15に対比される。したがって，本層位は，本遺跡における標

準層序のⅩⅣ層～ⅩⅢ層に対比される。なお，本層位の下半

部が暗色帯になっている。

　ⅩⅡ層～ⅩⅠ層最下部(試料番号33～18)：角閃石を少量含

む重鉱物組成と，火山ガラスおよび軽石を比較的多く含むこ

とにより，区分される層位である。多量の火山ガラスと軽石

は，シラス台地上に含まれるものの再堆積物であるとも考え

られるが，下位からみて急激に出現することとP15や薩摩テ

フラとの層位関係から，小林(1986)のいう高野ベースサージ

(TBS)に由来するものも含まれている可能性がある。TBSは

桜島火山のテフラではなく，姶良カルデラから噴出したとさ

れており，奥野(1997)はその噴出年代を約16,000年前として

いる。本層位は，現地所見通りに，本遺跡の標準層序のⅩⅡ

層に対比される。本遺跡におけるⅩⅡ層は細石器の文化層で

あり，ⅩⅢ層はナイフ型石器の文化層であることから，本結

果により，TBSが大隅半島北部地域において文化層を分ける



- 431 -

指標テフラになる可能性がある。なお，本層位の最上部は暗

色帯になっている。

　ⅩⅠ層下部～ⅩⅠ層上部(試料番号16～７)：角閃石を少量

含む重鉱物組成と多量の火山ガラスを含むことは下位と同様

であるが，軽石が微量しか含まれないことで，下位の層位か

ら区分した。本層位の最上部も，暗色帯になっている。

　ⅩⅠ層最上部(試料番号６，５)：単斜輝石が上位に向かっ

て増加することから区分した。軽石は，本層位の下部で少量

含まれるが，上部では認められない。

　Ⅹ層(試料番号３)：下位の層とは肉眼で容易に区分できる

が重鉱物組成でも下位に比べて単斜輝石が多く，火山ガラス

がやや少なくなり，軽石も認められなくなる。

　(２)暗色帯の相違と成因について

　本遺跡を含むシラス台地上のローム層は，テフラの降下

堆積のない時期に形成された土壌層である。ローム層中に

は，本分析結果でも明らかなように，テフラに由来する重鉱

物や火山ガラス，軽石などが多く含まれており，その母材の

主たる給源は近傍のシラス台地上の砕屑物であることがわか

る。今回の分析結果で認められた層位的な重鉱物組成の変化

や砕屑物の産状の変化は，本遺跡付近における母材の堆積環

境に，時期的な変化のあったことを示唆すると考えられる。

さらに暗色帯の形成は，土壌の形成環境にも時期的な変化の

あったことを示している。

　ローム層中におけるいわゆる暗色帯については，これま

でに土壌学の立場から様々な研究がなされてきた(例えば，

戸谷・貝塚(1956)，加藤(1960)，黒部(1963)，加藤(1964)，松

井・黒部(1965)など)。これらの研究成果と，当社によるロー

ム層中における暗色帯の分析例(パリノ・サーヴェイ株式会

社)などから，ローム層における黒色の色調は，主に腐植の

集積によることが確かめられている。腐植の集積を促進する

条件としては，１)草本植生，２)火山灰の緩やかな堆積，３)

暖温帯～温帯の多雨域，４)地形は平坦ないし浅い凹地，５)

土壌年齢が1500年以上を経ているの５つが呈示され(加藤，

1983),また，新井(1983)は，１)多量の有機物の供給，２)中庸

の微生物活性，３)適当な水熱環境，４)無機物の腐植保持の

４つを腐植集積の条件としてあげている。これらのうち，新

井の１)と３)を具体的に表現したものが，加藤の１)と３)に

それぞれ相当すると考えられる。また，新井は４)の無機物

について，活性アルミニウムを含む非晶質鉱物のあることが

腐植の大量集積をもたらし，母材の風化が過度に進むとそれ

が失われると述べている。加藤の２)は，おそらく活性アル

ミニウムの供給と常に新鮮な砕屑物が供給されることを表し

ていると考えられ，新井のいう母材の風化が過度に進まない

条件に相当すると考えられる。したがって，加藤の２)につ

いては，噴火による火山灰の降下を考えなくても，火山砕屑

物を多量に含んだ風成塵が緩やかに堆積すれば，条件は同じ

ことである。本分析結果では，加藤の４)および５)について

は問題にならない。新井の２)の微生物については，その条

件についてまだ研究の余地があると述べられており，ここで

も触れない。以上のことから，腐植の集積に関わる主な要因

は，１)植生，２)気候，３)母材の堆積(特に堆積速度)の３つ

であると考える。この３つの要因のどれか一つにでも変化が

起きれば，そのバランスが崩れて腐植の集積状況が変わり，

結果として色調の違いになると考えられる。

　本遺跡の位置するシラス台地上では，まずテフラ層の降下

堆積が腐植の集積バランスを崩す要因としてあげられる。す

なわち，テフラの噴出があれば，多量の火山砕屑物が直接降

下堆積した所はもちろんのこと，直接降下堆積した砕屑物が

少ないところでも，周辺の台地上には砕屑物が急激かつ多量

に供給されるため，土壌の母材となる風成塵の供給が増える

から，腐植の集積バランスが崩れることになる。

　Ｉ-13区土層断面の場合，ⅩⅤ層とⅩⅢ層下半部の暗色帯

の形成と断絶は，Ｐ17，Ｐ16，Ｐ15という３枚のテフラの噴

出により説明される。Ｐ17 の降灰後の土壌形成条件は，お

そらく暗色帯が形成される条件に比べて，母材が供給過剰で

あったと考えられる。これも時間が経てば，台地表層におけ

る植生の繁茂などにより，母材の供給量が減少する方向に向

かうと考えられ，その結果腐植の集積条件のバランスが良好

となり，ⅩⅤ層の暗色帯が形成されたと考えられる。この状

態がＰ16の降灰により崩されたために，ⅩⅣ層は暗色帯では

なくなる。そして同じことの繰り返しでⅩⅢ層下部の暗色帯

が形成され，再びＰ15の降灰によって暗色帯の形成は止まっ

たと考えられる。さらに，ⅩⅡ層下部で暗色帯が形成されな

かったのは，TBSの噴出による砕屑物の供給があったためと

考えることができる。これも時間の経過により，腐植の集積

する条件に向かい，ⅩⅡ層上部からⅩⅠ層下部にかけての暗

色帯が形成される。

　このⅩⅡ層上部～ⅩⅠ層下部の暗色帯と上位のⅩⅠ層上部

の暗色帯については，該当する時期にテフラの噴出した記載

は認められないことから，暗色帯の形成を妨げた要因をテフ

ラの噴出に求めることはできない。ただし，どちらの暗色帯

も，上部(試料番号18，６)で軽石がわずかに増えていること

から，やはり砕屑物の供給量が増えたことが関係している可

能性がある。この場合，砕屑物が増える原因としては，気候

の変化や植生の変化などが考えられるが，現時点では資料が

ないために，具体的に明らかにすることはできない。後述す

る植物珪酸体組成でも変化は捉えられない。ところで，成瀬

(1998)は，鹿児島市のシラス台地上における薩摩テフラ直下

の黒色古土壌層の形成を，新ドリアス期の寒冷化と関連づけ

ている。この黒色古土壌は，ここで問題にしている暗色帯と

ほぼ層位的に対比されるから，上述の暗色帯の形成を妨げた

要因としては，やはり気候変動が関係する可能性はある。た

だし，成瀬(1998)は，シラス台地上の土壌の母材の主体を大

陸起源の広域風成塵としているので，その説明を単純に今回

の事例に当てはめることはできない。

　今後も，周辺域におけるローム層中の暗色帯の詳細な層序

対比が進めば，暗色帯の形成時期についての見解を得られる

ことが期待される。これは，大隅半島北部周辺の後期更新世

末における環境指標にもなるものである。
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Ⅱ　古植生について

　１　植物珪酸体分析

　(１)試料

　試料は，Ｉ-13区土層断面の暗色帯を中心に，選択した５

点(試料番号６・18・22・39・51)である。

　(２)分析方法

　湿重５g前後の試料について，過酸化水素水・塩酸処理，

超音波処理(70W，250KHz，１分間)，沈底法，重液分離法

(ポリタングステン酸ナトリウム，比重2.5)の順に物理・化学

処理を行い，植物珪酸体を分離・濃集する。これを検鏡し易

い濃度に希釈し，カバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥

後，プリュウラックスで封入してプレパラートを作製する。

　400倍の光学顕微鏡下で全面を走査し，その間に出現する

イネ科葉部(葉身と葉鞘)の葉部短細胞に由来した植物珪酸体

(以下，短細胞珪酸体と呼ぶ)，および葉身機動細胞に由来し

た植物珪酸体(以下，機動細胞珪酸体と呼ぶ)を，近藤・佐瀬

(1986)の分類に基づいて同定・計数する。

　結果は，検出された種類とその個数の一覧表で示す。ま

た，検出された植物珪酸体の出現傾向から古植生について検

討するために，植物珪酸体群集図を作成した。各種類の出現

率は，短細胞珪酸体と機動細胞珪酸体の珪酸体毎に，それぞ

れの総数を基数とする百分率で求めた。

　(３)結果

　結果を表２，図２に示す。各試料からは植物珪酸体が検出

されるものの，保存状態が悪く，表面に多数の小孔(溶食痕)

が認められる。

　各試料の産状は，極めて似ている。すなわち，タケ亜科の

産出が目立ち，ウシクサ族(ススキ属)やイチゴツナギ亜科が

認められる。また，ヨシ属などが稀に検出される。

　(４)考察

　本遺跡周辺には，タケ亜科やススキ属，イチゴツナギ亜

科などのイネ科植物が生育していたことがうかがえる。この

ようなイネ科草本類の検出から，本遺跡付近は開けた場所で

あったと考えられる。

　なお，各試料からは樹木起源の植物珪酸体は全く認められ

なかった。薩摩テフラ降灰直前(約1.15万年前)には，鹿児島

県南部でシイ属やクスノキ科などの暖温帯常緑広葉樹林(い

わゆる照葉樹林)の分布が始まっていたが，台地上ではスス

キ属が繁茂する草原植生が存在したことが推定されている

(杉山・早田，1997)。今回の結果も，このような草原植生の

存在を反映するものと思われる。

　２　種実遺体同定

　(１)試料

　試料は，縄文時代の遺構から検出された種実２点(Ｈ-18区

Ⅸ層上面検出土坑内，Ｈ-18区Ⅸ層35号土坑内)である。

　(２)方法

　双眼実体顕微鏡下で，その形態的特徴から種類を同定し

た。

　(３)結果

　同定の結果２点ともクリの破片である。Ｈ-18区Ⅸ層上面

検出土坑内のものは細片が多数みられるが，H-18区Ⅸ層土

坑35号内は破片がやや大きく，半分くらい残っているもの

も含めて13個検出される。大きさは，大きなもので１cm程

度。半球状で，表面は縦にあらいしわ状の模様が残る。

　(４)考察

　クリは生食が可能で，収量が多く，保存がきくことから，

古くから食用として利用されていたとみられ，これまで日本

各地の遺跡から多くの出土例が知られている。クリは日本各

地の山野に自生し，林縁部などに多くみられるほか，人為的

に伐採が進んだ跡地などに生育する二次林の構成要素でもあ

る。このように生活環境の近くにある樹木であることから，

種実を比較的得やすかったものと考えられる。なお，クリは

縄文時代に食用や用材として重要な種類であったとされ，ク

リの管理栽培が行われていたとする報文も多いが，具対的に

証明された事例はまだ少ないといわれている(千野，1991)。
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しかし最近，様々な手法によりクリの管理栽培を裏付けよう

と試みられている(山中ほか，1996など)。

　３　炭化材の樹種

　(１)試料

　試料は，Ｘ層の集石から出土した炭化材７点と，ⅩⅥ層下

面の90号および13号礫群から出土した炭化材３点である。

各試料の詳細は，樹種同定結果とともに表３に記した。

　(２)方法

　木口(横断面)・柾目(放射断面)・板目(接線断面)の３断面の

割断面を作製し，実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用い

て木材組織の特徴を観察し，種類を同定する。

　(３)結果

　樹種同定結果を表３に示す。X層の集石から出土した炭化

材のうち４点は，いずれも道管が認められることから広葉樹

であるが，保存が悪く種類の同定には至らなかった。また，

13号礫群のうち１点は，木材組織が観察できず不明とした。

その他の試料は，全て落葉広葉樹のコナラ属コナラ亜属コナ

ラ節に同定された。解剖学的特徴を以下に記す。

・ コ ナ ラ 属 コ ナ ラ 亜 属 コ ナ ラ 節 ( Q u e r c u s  

subgen.Lepidobalanus sect.Ｐrinus)  ブナ科

　環孔材で，孔圏部は１～２列，孔圏外で急激に管径を減じ

たのち，漸減しながら火炎状に配列する。道管は単穿孔を有

し，壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性，単列，１～

20細胞高のもと複合放射組織とがある。

　(４)考察

　X層の集石から出土した炭化材と，ⅩⅥ層下面の90号およ

び13号礫群から出土した炭化材は，いずれも燃料材として

利用された木材の一部が炭化・残存した可能性がある。これ

らの炭化材は，約半数が保存が悪いために，種類の同定に至

らなかった。同定された種類は，全てコナラ節であり，とく

に時代による用材の差は認められなかった。このことから，

旧石器時代(約20,000年前)の礫群と，縄文時代草創期の集石

では，共にコナラ節が燃料材として利用されていたことが推

定される。いずれも１種類のみであること，コナラ節が燃料

材として優良であること等を考慮すると，コナラ節を選択的

に利用していた可能性がある。しかし，試料数が少ないこと

や，コナラ節が堅い材質を有するために燃え残りやすいと考

えられること等から，詳細は不明である。

　このような燃料材は，基本的には遺跡周辺で入手可能な木

材を利用したと考えられる。このことから，本遺跡周辺には

旧石器時代から縄文時代草創期にかけて，少なくとも落葉広

葉樹のコナラ節が生育していたと考えられる。

　引用文献
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自然化学分析(８)

放射性炭素年代測定

　　　　　　　　　　　　　　  　山形 秀樹(パレオ・ラボ)

　１　はじめに

　桐木遺跡より検出された土器付着炭化物の加速器質量分析

法(AMS法)による放射性炭素年代測定を実施した。

　２　試料と方法

　試料は，Ｇ-６区Ⅶ層から出土した石坂式土器より採取し

た炭化物１点，Ｆ-９区Ⅸ層から出土した石坂式土器より採

取した炭化物１点，い-19区Ⅶ層から出土した楕円押型文土

器より採取した炭化物１点，Ｇ-２区Ⅵa層から出土した後葉

条痕文土器より採取した炭化物１点，Ａ-12区Ⅶ下層から出

土した格子目押型文土器より採取した炭化物１点，Ｆ-９/10

区Ⅷ層４号住居跡から出土した加栗山式土器より採取した炭

化物１点，し-31区Ⅴ層から出土した曽畑式土器より採取し

た炭化物１点，さ-35区Ⅴ層から出土した瀬戸内系撚糸文土

器より採取した炭化物１点，Ａ-14区Ⅴa層から出土した中期

尖底条痕文土器より採取した炭化物１点，Ａ-10区Ⅴ層から

出土した春日式土器より採取した炭化物１点，Ｂ-14区Ⅴa層

から出土した船元式土器より採取した炭化物１点，Ｉ-33区

Ⅲb下層から出土した深鉢より採取した炭化物１点，Ｈ-16区

Ⅲb層から出土した深鉢より採取した炭化物１点，Ｇ-14区Ⅲ

b層から出土した浅鉢より採取した炭化物１点，Ｉ-12区Ⅲb

層から出土した深鉢より採取した炭化物１点の併せて15点で

ある。

　試料は，酸・アルカリ・酸洗浄を施して不純物を除去し，

石墨(グラファイト)に調整した後，加速器質量分析計(AMS)

にて測定した。測定した14C濃度について同位体分別効果の

補正を行った後，補正した14C濃度を用いて14C年代を算出し

た。

　３　結果

　表１に，各試料の同位体分別効果の補正値(基準値

-25.0‰)，同位体分別効果による測定誤差を補正した14C年

代，14C年代を暦年代に較正した年代を示す。

　14C年代値(yrＢＰ)の算出は，14Cの半減期としてLibbyの半

減期5,568年を使用した。また，付記した14C年代誤差(±１σ)

は，計数値の標準偏差σに基づいて算出し，標準偏差(One 

sigma)に相当する年代である。これは，試料の14C年代が，

その14C年代誤差範囲内に入る確率が68%であることを意味

する。

　なお，暦年代較正の詳細は，以下の通りである。

　暦年代較正

　暦年代較正とは，大気中の14C濃度が一定で半減期が5,568

年として算出された14C年代に対し，過去の宇宙線強度や地

球磁場の変動による大気中の14C濃度の変動，および半減期

の違い(14Cの半減期5,730±40年)を較正し，より正確な年代を

求めるために，14C年代を暦年代に変換することである。具

体的には，年代既知の樹木年輪の詳細な測定値を用い，さ

らに珊瑚のU-Th年代と14C年代の比較，および海成堆積物中

の縞状の堆積構造を用いて14C年代と暦年代の関係を調べた

データにより，較正曲線を作成し，これを用いて14C年代を

暦年代に較正した年代を算出する。

　 14C年代を暦年代に較正した年代の算出にC A L I B  

4.3(CALIB 3.0のバージョンアップ版)を使用した。なお，暦

年代較正値は14C年代値に対応する較正曲線上の暦年代値で

あり，1σ暦年代範囲はプログラム中の確率法を使用して算

出された14C年代誤差に相当する暦年代範囲である。カッコ

内の百分率の値はその1σ暦年代範囲の確からしさを示す確

率であり，10%未満についてはその表示を省略した。1σ暦

年代範囲のうち，その確からしさの確率が最も高い年代範囲

については，表中に下線で示した。

　４　考察

　各試料は，同位体分別効果の補正および暦年代較正を行っ

た。暦年代較正した1σ暦年代範囲のうち，その確からしさ

の確率が最も高い年代範囲に注目すると，それぞれより確か

な年代値の範囲として示された。

　引用文献

中村俊夫(2000)放射性炭素年代測定法の基礎．日本先史時代

の14C年代，p.3-20．

Stuiver, M. and Reimer, Ｐ. J. (1993) Extended 14C Database 

and Revised CALIB3.0 14C Age Calibration Ｐrogram, 

Radiocarbon， 35，p.215-230．

Stuiver,M., Reimer,Ｐ.J., Bard,E., Beck,J.W., Burr,G.S., 

Hughen,K.A., Kromer,B., McCormac,F.G., v.d. Ｐlicht,J., and 

Spurk,M. (1998) INTCAL98 Radiocarbon Age Calibration, 

24,000-0 cal BＰ, Radiocarbon，40，p.1041-1083．
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自然科学分析(９)　　　　　　　　　

桐木遺跡ほか出土の黒曜石等石器石材の原材産地分析

                           　　　　　　　　(有)　遺物分析研究所

　　    

　１　はじめに

  石器石材の産地を自然科学的な手法を用いて，客観的に，

かつ定量的に推定し，古代の交流，交易および文化圏，交易

圏を探ると言う目的で，蛍光Ｘ線分析法によりサヌカイトお

よび黒曜石遺物の石材産地推定を行なっている１，２，３)。 石

材移動を証明するには必要条件と十分条件を満たす必要があ

る。地質時代に自然の力で移動した岩石の出発露頭を元素分

析で求めるとき，移動原石と露頭原石の組成が一致すれば必

要条件を満たし，その露頭からの流れたル－トを地形学など

で証明できれば，他の露頭から原石が流れて来ないことが証

明されて，十分条件を満たし，ただ一カ所の一致する露頭産

地の調査のみで移動原石の産地が特定できる。遺物の産地分

析では『石器とある産地の原石の成分が一致したからと言っ

て，そこの産地のものと言い切れないことは，他の産地に

も一致する可能性が推測されるからで，しかし一致しなかっ

た場合そこの産地のものでないと言い切れる。』が大原則

である。考古学では，人工品の様式が一致すると言う結果が

非常に重要な意味があり，見える様式としての形態，文様，

見えない様式として土器，青銅器，ガラスなどの人手が加

わった調合素材があり一致すると言うことは古代人が意識し

て一致させた可能性があり，一致すると言うことは，古代人

の思考が一致すると考えてもよく，相互関係を調査する重要

な意味をもつ結果である。石器の様式による分類ではなく，

自然の法則で決定した石材の元素組成を指標にした分類で

は，例えば石材産地が遺跡から近い，移動キャンプ地のルー

ト上に位置する，産地地方との交流を示す土器が出土してい

るなどを十分条件の代用にすると産地分析は中途半端な結果

となり，遠距離伝播した石材を近くの産地と誤判定する可能

性がある。人が移動させた石器の元素組成とＡ産地原石の組

成が一致し，必要条件を満足しても，原材産地と出土遺跡の

間に地質的関連性がないため，十分条件の移動ルートを自然

の法則に従って地形学で証明できず，その石器原材がＡ産地

の原石と決定することができない。従って，石器原材と産地

原石が一致したことが，直ちに考古学の資料とならない，確

かにＡ産地との交流で伝播した可能性は否定できなくなった

が，Ｂ，Ｃ，Ｄの産地でないとの証拠がないために，Ａ産地

だと言い切れない。Ｂ産地と一致しなかった場合，結果は考

古学の資料として非常に有用である。それは石器に関しては

Ｂ産地と交流がなかったと言い切れる。ここで，十分条件

として，可能なかぎり地球上の全ての原産地(Ａ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ・・・・)の原石群と比較して，Ａ産地以外の産地とは一

致しないことを十分条件として証明すれば，石器がＡ産地

の原石と決定することができる。この十分条件を肉眼観察で

求めることは分類基準が混乱し不可能であると思われる。ま

た，自然科学的分析を用いても，全ての産地が区別できるか

は，それぞれが使用している産地分析法によって，それぞれ

異なり実際に行ってみなければ分からない。産地分析の結

果の信頼性は何ヶ所の原材産地の原石と客観的に比較して得

られたかにより，比較した産地が少なければ，信頼性の低い

結果と言える。黒曜石，サヌカイトなどの主成分組成は，原

産地ごとに大きな差はみられないが，不純物として含有され

る微量成分組成には異同があると考えられるため，微量成分

を中心に元素分析を行ない，これを産地を特定する指標とし

た。分類の指標とする元素組成を遺物について求め，あらか

じめ，各原産地ごとに数十個の原石を分析して求めておいた

各原石群の元素組成の平均値，分散などと遺物のそれを対比

して，各平均値からの離れ具合(マハラノビスの距離)を求め

る。次に，古代人が採取した原石産出地点と現代人が分析の

ために採取した原石産出地と異なる地点の可能性は十分に考

えられる。従って，分析した有限個の原石から産地全体の無

限の個数の平均値と分散を推測して判定を行うホテリングの

Ｔ２乗検定を行う。この検定を全ての産地について行い，あ

る原石遺物原材と同じ成分組成の原石はＡ産地では十個中に

一個みられ，Ｂ産地では一万個中に一個，Ｃ産地では百万個

中に一個，Ｄ産地では・・・・一個と各産地毎に求められる

ような，客観的な検定結果からＡ産地の原石を使用した可能

性が高いと同定する。即ち多変量解析の手法を用いて，各産

地に帰属される確率を求めて産地を同定する。今回分析した

遺物は鹿児島県曽於郡末吉町に位置する桐木遺跡出土の黒曜

石など石器石材の276個の産地分析の結果が得られたので報

告する。

　２　黒曜石原石

  黒曜石原石の自然面を打ち欠き，新鮮面を出し，塊状の試

料を作り，エネルギ－分散型蛍光Ｘ分析装置によって元素

分析を行なう。分析元素はAl，Si，K，Ca，Ti，Mn，Fe，

Rb，Sr，Y，Zr，Nbの12元素をそれぞれ分析し，塊試料の

形状差による分析値への影響を打ち消すために元素量の比を

取り，それでもって産地を特定する指標とした。黒曜石は，

Ca/K，Ti/K，Mn/Zr，Fe/Zr，Rb/Zr，Sr/Zr，Y/Zr，

Nb/Zrの比量を産地を区別する指標をしてそれぞれ用いる。

黒曜石の原産地は北海道，東北，北陸，東関東，中信高原，

伊豆箱根，伊豆七島の神津島，山陰，九州，の各地に分布

する。調査を終えた原産地を図１に示す。黒曜石原産地の

ほとんどすべてがつくされ，元素組成によってこれら原石

を分類して表１に示す。この原石群に原石産地が不明の遺

物で作った遺物群を加えると231個の原石群になる。佐賀県

の腰岳地域および大分県の姫島地域の観音崎，両瀬の両地区

は黒曜石の有名な原産地で，姫島地域ではガラス質安山岩も

みられ，これについても分析を行なった。隠岐島，壱岐島，

青森県，和田峠の一部の黒曜石には，Ｓｒの含有量が非常に

少なく，この特徴が産地分析を行う際に他の原産地と区別す

る，有用な指標となっている。九州西北地域の原産地で採取

された原石は，相互に組成が似た原石がみられる(表２)。西

北九州地域で似た組成を示す黒曜石の原石群は，腰岳，古里

第一，松浦第一の各群(腰岳系と仮称する)および淀姫，中町
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第二，古里第三，松浦第四の各群(淀姫系と仮称する)などで

ある。淀姫産原石の中で中町第一群に一致する原石は12％個

で，一部は淀姫群に重なるが中町第一群に一致する遺物は中

町系と分類した。また，古里第二群原石と肉眼的および成分

的に似た原石は嬉野町椎葉川露頭で多量に採取でき，この原

石は姫島産乳灰色黒曜石と同色調をしているが，組成によっ

て姫島産の黒曜石と容易に区別できる。もし似た組成の原石

で遺物が作られたとき，この遺物は複数の原産地に帰属され

原石産地を特定できない場合がある。たとえ遺物の原石産地

がこれら腰岳系，淀姫系の原石群の中の一群および古里第二

群のみに帰属されても，この遺物の原石産地は腰岳系，淀姫

系および古里第二群の原石を産出する複数の地点を考えなけ

ればならない。角礫の黒曜石の原産地は腰岳および淀姫で，

円礫は松浦(牟田，大石)，中町，古里(第二群は角礫)の各産

地で産出していることから，似た組成の原石産地の区別は遺

物の自然面から円礫か角礫かを判断すれば原石産地の判定に

有用な情報となる。旧石器の遺物の組成に一致する原石を産

出する川棚町大崎産地から北方４kmに位置する松岳産地が

あるが，現在，露頭からは８mm程度の小礫しか採取できな

い。また，佐賀県多久のサヌカイト原産地からは黒曜石の原

石も採取され梅野群を作った。九州中部地域の塚瀬と小国の

原産地は隣接し，黒曜石の生成マグマは同質と推測され両産

地は区別できない。また，熊本県の南関，轟，冠ケ岳の各産

地の原石はロ－ム化した阿蘇の火砕流の層の中に含まれる最

大で親指大の黒曜石で，非常に広範囲な地域から採取される

原石で，福岡県八女市の昭和溜池からも同質の黒曜石が採取

され昭和池群を作った。従って南関等の産地に同定された遺

物の原材産地を局所的に特定できない。桑の木津留原産地の

原石は元素組成によって２個の群に区別することができる。

桑の木津留第１群は道路切り通し面の露頭から採取できる

が，桑の木津留第２群は転礫として採取でき，これら両者を

肉眼的に区別はできない。また，間根ヶ平原産地では肉眼観

察で淀姫黒曜石のような黒灰色不透明な黒曜石から桑ノ木津

留に似た原石が採取され，これらについても原石群を確立し

間根ヶ平産黒曜石を使用した遺物の産地分析を可能にした。

遺物の産地分析によって桑の木津留第１群と第２群の使用

頻度を遺跡毎に調査して比較することにより，遺跡相互で同

じ比率であれば遺跡間の交易，交流が推測できるであろう。

石炭様の黒曜石は大分県萩台地，熊本県滝室坂，箱石峠，長

谷峠，五ヶ瀬川の各産地および大柿産，鹿児島県の樋脇町上

牛鼻産および平木場産の黒曜石は似ていて，肉眼観察ではそ

れぞれ区別が困難であるが，大半は元素組成で区別ができる

が，上牛鼻，平木場産の両原石については各元素比が似てい

るため区別はできない。これは両黒曜石を作ったマグマは同

じで地下深くにあり，このマグマが地殻の割れ目を通って上

牛鼻および平木場地区に吹きだしたときには，両者の原石の

組成は似ると推定できる。従って，産地分析で上牛鼻群また

は平木場群のどちらかに同定されても，遺物の原石産地は上

牛鼻系として上牛鼻または平木場地区を考える必要がある。

出水産原石組成と同じ原石は日東，五女木の各原産地から産

出していてこれらは相互に区別できず日東系とした。竜ケ水

産原石は桜島の対岸の竜ケ水地区の海岸および海岸の段丘面

から採取される原石で元素組成で他の産地の黒曜石と容易に

弁別できる。

　３　結果と考察

  遺跡から出土した黒曜石製石器，石片は風化に対して安定

で，表面に薄い水和層が形成されているにすぎないため，

表面の泥を水洗するだけで完全な非破壊分析が可能であると

考えられる。黒曜石製の石器で，水和層の影響を考慮すると

すれば，軽い元素の分析ほど表面分析になるため，水和層の

影響を受けやすいと考えられる。Ca/K，Ti/Kの両軽元素比

量を除いて産地分析を行なった場合，また除かずに産地分析

を行った場合，いずれの場合にも同定される産地は同じであ

る。他の元素比量についても風化の影響を完全に否定するこ

とができないので，得られた確率の数値にはやや不確実さを

伴うが，遺物の石材産地の判定を誤るようなことはない。

  今回分析した桐木遺跡出土の黒曜石製遺物の分析結果を表

３に示した。石器の分析結果から石材産地を同定するため

には数理統計の手法を用いて原石群との比較をする。説明を

簡単にするためRb/Zrの一変量だけを考えると，表３の試料

番号92514番の遺物ではRb/Zrの値は1.092で，桑ノ木津留第

１群の[平均値]±[標準偏差値]は，1.080±0.048である。遺物

と原石群の差を標準偏差値(σ)を基準にして考えると遺物は

原石群から0.25σ離れている。ところで桑ノ木津留第１群の

原産地から100ヶの原石を採ってきて分析すると，平均値か

ら±0.25σのずれより大きいものが80個ある。すなわち，こ

の遺物が，桑ノ木津留第１群の原石から作られていたと仮定

しても，0.25σ以上離れる確率は80％であると言える。だか

ら，桑ノ木津留第１群の平均値から0.25σしか離れていない

ときには，この遺物が桑ノ木津留第１群の原石から作られた

ものでないとは，到底言い切れない。ところがこの遺物を腰

岳群に比較すると，腰岳群の平均値からの隔たりは，約７σ

である。これを確率の言葉で表現すると，腰岳群の産地の原

石を採ってきて分析したとき，平均値から７σ以上離れてい

る確率は一千万分の一であると言える。このように，一千万

個に一個しかないような原石をたまたま採取して，この遺

物が作られたとは考えられないから，この遺物は，腰岳産の

原石から作られたものではないと断定できる。これらのこと

を簡単にまとめて言うと，「この遺物は桑ノ木津留第１群に

80％の確率で帰属され，信頼限界の0.1％を満たしているこ

とから桑ノ木津留第１群原石が使用されていると同定され，

さらに腰岳群に十万分の一％の低い確率で帰属され，信頼限

界の0.1％に満たないことから腰岳産原石でないと同定され

る」。遺物が一ヶ所の産地(桑ノ木津留第１群産地)と一致し

たからと言って，例え桑ノ木津留第１群と腰岳群の原石は成

分が異なっていても，分析している試料は原石でなく遺物

で，さらに分析誤差が大きくなる不定形(非破壊分析)である

ことから，他の産地に一致しないとは言えない，同種岩石の

中での分類である以上，他の産地にも一致する可能性は推測
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される。即ちある産地(桑ノ木津留第１群)に一致し必要条件

を満たしたと言っても一致した産地の原石とは限らないため

に，帰属確率による判断を表１の231個すべての原石群につ

いて行ない，十分条件である低い確率で帰属された原石群を

消していくことにより，はじめて桑ノ木津留第１群産地の石

材のみが使用されていると判定される。実際はRb/Zrといっ

た唯１個の変量だけでなく，前述した８個の変量で取り扱

うので変量間の相関を考慮しなければならならい。例えばＡ

原産地のＡ群で，Ｃａ元素とＳｒ元素との間に相関があり，

Ｃａの量を計ればＳｒの量は分析しなくても分かるような

ときは，Ａ群の石材で作られた遺物であれば，Ａ群と比較し

たとき，Ｃａ量が一致すれば当然Ｓｒ量も一致するはずであ

る。もしＳｒ量だけが少しずれている場合には，この試料は

Ａ群に属していないと言わなければならない。このことを数

量的に導き出せるようにしたのが相関を考慮した多変量統計

の手法であるマハラノビスの距離を求めて行なうホテリング

のＴ２乗検定である。これによって，それぞれの群に帰属す

る確率を求めて，産地を同定する４，５ 。産地の同定結果は

１個の遺物に対して，黒曜石製では224個の推定確率結果が

得られている。今回産地分析を行った遺物の産地推定結果に

ついては低い確率で帰属された原産地の推定確率は紙面の都

合上記入を省略しているが，本研究ではこれら産地の可能性

が非常に低いことを確認したという非常に重要な意味を含ん

でいる。すなわち，桑ノ木津留第１群産原石と判定された遺

物について，台湾の台東山脈産原石，北朝鮮の会寧遺跡で使

用された原石と同じ組成の原石とか，信州和田峠，霧ケ峰産

の原石の可能性を考える必要がない結果で，高い確率で同定

された産地のみの結果を表４に記入した。原石群を作った原

石試料は直径３cm以上であるが，小さな遺物試料によって

原石試料と同じ測定精度で元素含有量を求めるには，測定時

間を長くしなければならない。しかし，多数の試料を処理す

るために，１個の遺物に多くの時間をかけられない事情があ

り，短時間で測定を打ち切る。また，検出された元素であっ

ても，含有量の少ない元素では，得られた遺物の測定値には

大きな誤差範囲が含まれ，原石群の元素組成のバラツキの範

囲を越て大きくなる。したがって，小さな遺物の産地推定を

行なったときに，判定の信頼限界としている0.1％に達しな

い確率を示す場合が比較的多くみられる。この場合には，原

石産地(確率)の欄の確率値に替えて，マハラノビスの距離Ｄ

２乗の値を記した。この遺物については，記入されたＤ２乗

の値が原石群の中で最も小さなＤ２乗値で，この値が小さい

程，遺物の元素組成はその原石群の組成と似ているといえる

ため，推定確率は低いが，そこの原石産地と考えてほぼ間違

いないと判断されたものである。また，蛍光Ｘ線分析では，

分析試料の表面状態(粉末の場合粒度の違い)，不定形では試

料の置き方で，誤差範囲を越えて分析値に影響が残り，値は

変動し，判定結果は一定せず，特に元素比組成の似た原産地

同士では区別が困難で，遺物の原石産地が原石・遺物群の複

数の原石産地に同定されるとき，および，信頼限界の0.1%の

判定境界の遺物は，分析場所を変えて，４～12回分析し最も

多くの回数同定された産地を判定の欄に記している。今回の

結果では，使用頻度が高い原石は九州南部産の黒曜石である

が，西北九州(腰岳・古里・松浦)地域との交流を示す古里(腰

岳系)，淀姫系の伝播が確認されたことにより，西北九州地

方と交流があり生活情報，文化情報を伝達，授受していたと

推測しても産地分析の結果と矛盾しない。
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自然科学分析(10)　　　　　　　　　

桐木遺跡ほか出土の黒曜石等石器石材の原材産地分析

                           　　　　　　　　(有)　遺物分析研究所

　　    

　１　はじめに

  石器石材の産地を自然科学的な手法を用いて，客観的に，

かつ定量的に推定し，古代の交流，交易および文化圏，交易

圏を探ると言う目的で，蛍光Ｘ線分析法によりサヌカイトお

よび黒曜石遺物の石材産地推定を行なっている１，２，３)。 石

材移動を証明するには必要条件と十分条件を満たす必要があ

る。地質時代に自然の力で移動した岩石の出発露頭を元素分

析で求めるとき，移動原石と露頭原石の組成が一致すれば必

要条件を満たし，その露頭からの流れたル－トを地形学など

で証明できれば，他の露頭から原石が流れて来ないことが証

明されて，十分条件を満たし，ただ一カ所の一致する露頭産

地の調査のみで移動原石の産地が特定できる。遺物の産地分

析では『石器とある産地の原石の成分が一致したからと言っ

て，そこの産地のものと言い切れないことは，他の産地に

も一致する可能性が推測されるからで，しかし一致しなかっ

た場合そこの産地のものでないと言い切れる。』が大原則

である。考古学では，人工品の様式が一致すると言う結果が

非常に重要な意味があり，見える様式としての形態，文様，

見えない様式として土器，青銅器，ガラスなどの人手が加

わった調合素材があり一致すると言うことは古代人が意識し

て一致させた可能性があり，一致すると言うことは，古代人

の思考が一致すると考えてもよく，相互関係を調査する重要

な意味をもつ結果である。石器の様式による分類ではなく，

自然の法則で決定した石材の元素組成を指標にした分類で

は，例えば石材産地が遺跡から近い，移動キャンプ地のルー

ト上に位置する，産地地方との交流を示す土器が出土してい

るなどを十分条件の代用にすると産地分析は中途半端な結果

となり，遠距離伝播した石材を近くの産地と誤判定する可能

性がある。人が移動させた石器の元素組成とＡ産地原石の組

成が一致し，必要条件を満足しても，原材産地と出土遺跡の

間に地質的関連性がないため，十分条件の移動ルートを自然

の法則に従って地形学で証明できず，その石器原材がＡ産地

の原石と決定することができない。従って，石器原材と産地

原石が一致したことが，直ちに考古学の資料とならない，確

かにＡ産地との交流で伝播した可能性は否定できなくなった

が，Ｂ，Ｃ，Ｄの産地でないとの証拠がないために，Ａ産地

だと言い切れない。Ｂ産地と一致しなかった場合，結果は考

古学の資料として非常に有用である。それは石器に関しては

Ｂ産地と交流がなかったと言い切れる。ここで，十分条件

として，可能なかぎり地球上の全ての原産地(Ａ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ・・・・)の原石群と比較して，Ａ産地以外の産地とは一

致しないことを十分条件として証明すれば，石器がＡ産地

の原石と決定することができる。この十分条件を肉眼観察で

求めることは分類基準が混乱し不可能であると思われる。ま

た，自然科学的分析を用いても，全ての産地が区別できるか

は，それぞれが使用している産地分析法によって，それぞれ

異なり実際に行ってみなければ分からない。産地分析の結

果の信頼性は何ヶ所の原材産地の原石と客観的に比較して得

られたかにより，比較した産地が少なければ，信頼性の低い

結果と言える。黒曜石，サヌカイトなどの主成分組成は，原

産地ごとに大きな差はみられないが，不純物として含有され

る微量成分組成には異同があると考えられるため，微量成分

を中心に元素分析を行ない，これを産地を特定する指標とし

た。分類の指標とする元素組成を遺物について求め，あらか

じめ，各原産地ごとに数十個の原石を分析して求めておいた

各原石群の元素組成の平均値，分散などと遺物のそれを対比

して，各平均値からの離れ具合(マハラノビスの距離)を求め

る。次に，古代人が採取した原石産出地点と現代人が分析の

ために採取した原石産出地と異なる地点の可能性は十分に考

えられる。従って，分析した有限個の原石から産地全体の無

限の個数の平均値と分散を推測して判定を行うホテリングの

Ｔ２乗検定を行う。この検定を全ての産地について行い，あ

る原石遺物原材と同じ成分組成の原石はＡ産地では十個中に

一個みられ，Ｂ産地では一万個中に一個，Ｃ産地では百万個

中に一個，Ｄ産地では・・・・一個と各産地毎に求められる

ような，客観的な検定結果からＡ産地の原石を使用した可能

性が高いと同定する。即ち多変量解析の手法を用いて，各産

地に帰属される確率を求めて産地を同定する。今回分析した

遺物は鹿児島県曽於郡末吉町に位置する桐木遺跡出土の黒曜

石など石器石材の７個の産地分析の結果が得られたので報告

する。

　２   黒曜石原石

  黒曜石原石の自然面を打ち欠き，新鮮面を出し，塊状の試

料を作り，エネルギ－分散型蛍光Ｘ分析装置によって元素

分析を行なう。分析元素はAl，Si，K，Ca，Ti，Mn，Fe，

Rb，Sr，Y，Zr，Nbの12元素をそれぞれ分析し，塊試料の

形状差による分析値への影響を打ち消すために元素量の比を

取り，それでもって産地を特定する指標とした。黒曜石は，

Ca/K，Ti/K，Mn/Zr，Fe/Zr，Rb/Zr，Sr/Zr，Y/Zr，

Nb/Zrの比量を産地を区別する指標をしてそれぞれ用いる。

黒曜石の原産地は北海道，東北，北陸，東関東，中信高原，

伊豆箱根，伊豆七島の神津島，山陰，九州，の各地に分布

する。調査を終えた原産地を図１に示す。黒曜石原産地の

ほとんどすべてがつくされ，元素組成によってこれら原石

を分類して表１に示す。この原石群に原石産地が不明の遺

物で作った遺物群を加えると231個の原石群になる。佐賀県

の腰岳地域および大分県の姫島地域の観音崎，両瀬の両地区

は黒曜石の有名な原産地で，姫島地域ではガラス質安山岩も

みられ，これについても分析を行なった。隠岐島，壱岐島，

青森県，和田峠の一部の黒曜石には，Ｓｒの含有量が非常に

少なく，この特徴が産地分析を行う際に他の原産地と区別す

る，有用な指標となっている。九州西北地域の原産地で採取

された原石は，相互に組成が似た原石がみられる(表２)。西

北九州地域で似た組成を示す黒曜石の原石群は，腰岳，古里

第一，松浦第一の各群(腰岳系と仮称する)および淀姫，中町
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第二，古里第三，松浦第四の各群(淀姫系と仮称する)などで

ある。淀姫産原石の中で中町第一群に一致する原石は12％個

で，一部は淀姫群に重なるが中町第一群に一致する遺物は中

町系と分類した。また，古里第二群原石と肉眼的および成分

的に似た原石は嬉野町椎葉川露頭で多量に採取でき，この原

石は姫島産乳灰色黒曜石と同色調をしているが，組成によっ

て姫島産の黒曜石と容易に区別できる。もし似た組成の原石

で遺物が作られたとき，この遺物は複数の原産地に帰属され

原石産地を特定できない場合がある。たとえ遺物の原石産地

がこれら腰岳系，淀姫系の原石群の中の一群および古里第二

群のみに帰属されても，この遺物の原石産地は腰岳系，淀姫

系および古里第二群の原石を産出する複数の地点を考えなけ

ればならない。角礫の黒曜石の原産地は腰岳および淀姫で，

円礫は松浦(牟田，大石)，中町，古里(第二群は角礫)の各産

地で産出していることから，似た組成の原石産地の区別は遺

物の自然面から円礫か角礫かを判断すれば原石産地の判定に

有用な情報となる。旧石器の遺物の組成に一致する原石を産

出する川棚町大崎産地から北方４kmに位置する松岳産地が

あるが，現在，露頭からは８mm程度の小礫しか採取できな

い。また，佐賀県多久のサヌカイト原産地からは黒曜石の原

石も採取され梅野群を作った。九州中部地域の塚瀬と小国の

原産地は隣接し，黒曜石の生成マグマは同質と推測され両産

地は区別できない。また，熊本県の南関，轟，冠ケ岳の各産

地の原石はロ－ム化した阿蘇の火砕流の層の中に含まれる最

大で親指大の黒曜石で，非常に広範囲な地域から採取される

原石で，福岡県八女市の昭和溜池からも同質の黒曜石が採取

され昭和池群を作った。従って南関等の産地に同定された遺

物の原材産地を局所的に特定できない。桑の木津留原産地の

原石は元素組成によって２個の群に区別することができる。

桑の木津留第１群は道路切り通し面の露頭から採取できる

が，桑の木津留第２群は転礫として採取でき，これら両者を

肉眼的に区別はできない。また，間根ヶ平原産地では肉眼観

察で淀姫黒曜石のような黒灰色不透明な黒曜石から桑ノ木津

留に似た原石が採取され，これらについても原石群を確立し

間根ヶ平産黒曜石を使用した遺物の産地分析を可能にした。

遺物の産地分析によって桑の木津留第１群と第２群の使用

頻度を遺跡毎に調査して比較することにより，遺跡相互で同

じ比率であれば遺跡間の交易，交流が推測できるであろう。

石炭様の黒曜石は大分県萩台地，熊本県滝室坂，箱石峠，長

谷峠，五ヶ瀬川の各産地および大柿産，鹿児島県の樋脇町上

牛鼻産および平木場産の黒曜石は似ていて，肉眼観察ではそ

れぞれ区別が困難であるが，大半は元素組成で区別ができる

が，上牛鼻，平木場産の両原石については各元素比が似てい

るため区別はできない。これは両黒曜石を作ったマグマは同

じで地下深くにあり，このマグマが地殻の割れ目を通って上

牛鼻および平木場地区に吹きだしたときには，両者の原石の

組成は似ると推定できる。従って，産地分析で上牛鼻群また

は平木場群のどちらかに同定されても，遺物の原石産地は上

牛鼻系として上牛鼻または平木場地区を考える必要がある。

出水産原石組成と同じ原石は日東，五女木の各原産地から産

出していてこれらは相互に区別できず日東系とした。竜ケ水

産原石は桜島の対岸の竜ケ水地区の海岸および海岸の段丘面

から採取される原石で元素組成で他の産地の黒曜石と容易に

弁別できる。

　３　結果と考察

  遺跡から出土した黒曜石製石器，石片は風化に対して安定

で，表面に薄い水和層が形成されているにすぎないため，

表面の泥を水洗するだけで完全な非破壊分析が可能であると

考えられる。黒曜石製の石器で，水和層の影響を考慮すると

すれば，軽い元素の分析ほど表面分析になるため，水和層の

影響を受けやすいと考えられる。Ca/K，Ti/Kの両軽元素比

量を除いて産地分析を行なった場合，また除かずに産地分析

を行った場合，いずれの場合にも同定される産地は同じであ

る。他の元素比量についても風化の影響を完全に否定するこ

とができないので，得られた確率の数値にはやや不確実さを

伴うが，遺物の石材産地の判定を誤るようなことはない。

  今回分析した桐木遺跡出土の黒曜石製遺物の分析結果を表

３に示した。石器の分析結果から石材産地を同定するために

は数理統計の手法を用いて原石群との比較をする。説明を簡

単にするためRb/Zrの一変量だけを考えると，表３の試料番

号92772番の遺物ではRb/Zrの値は0.547で，中町第２群の[平

均値]±[標準偏差値]は，0.666±0.091である。遺物と原石群

の差を標準偏差値(σ)を基準にして考えると遺物は原石群か

ら1.3σ離れている。ところで中町第２群の原産地から100ヶ

の原石を採ってきて分析すると，平均値から±1.3σのずれ

より大きいものが19個ある。すなわち，この遺物が，中町

第２群の原石から作られていたと仮定しても，1.3σ以上離

れる確率は19％であると言える。だから，中町第２群の平均

値から1.3σしか離れていないときには，この遺物中町第２

群の原石から作られたものでないとは，到底言い切れない。

ところがこの遺物を桑ノ木津留第１群に比較すると，腰岳群

の平均値からの隔たりは，約11σである。これを確率の言葉

で表現すると，桑ノ木津留第１群の産地の原石を採ってきて

分析したとき，平均値から11σ以上離れている確率は百億分

の一であると言える。このように，百億個に一個しかないよ

うな原石をたまたま採取して，この遺物が作られたとは考え

られないから，この遺物は，桑ノ木津留第１群の原石から作

られたものではないと断定できる。これらのことを簡単にま

とめて言うと，「この遺物は中町第２群に19％の確率で帰属

され，信頼限界の0.1％を満たしていることから中町第２群

原石が使用されていると同定され，さらに桑ノ木津留第１群

に一千万分の一％の低い確率で帰属され，信頼限界の0.1％

に満たないことから桑ノ木津留第２群原石でないと同定され

る」。遺物が一ヶ所の産地(中町第２群産地)と一致したから

と言って，例え蒲池第２群と桑ノ木津留第１群の原石は成分

が異なっていても，分析している試料は原石でなく遺物で，

さらに分析誤差が大きくなる不定形(非破壊分析)であること

から，他の産地に一致しないとは言えない，同種岩石の中で

の分類である以上，他の産地にも一致する可能性は推測され
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る。即ちある産地(中町第2群)に一致し必要条件を満たした

と言っても一致した産地の原石とは限らないために，帰属

確率による判断を表１の231個すべての原石群について行な

い，十分条件である低い確率で帰属された原石群を消して

いくことにより，はじめて中町第2群産地の石材のみが使用

されていると判定される。実際はRb/Zrといった唯１個の変

量だけでなく，前述した８個の変量で取り扱うので変量間

の相関を考慮しなければならならい。例えばＡ原産地のＡ群

で，Ｃａ元素とＳｒ元素との間に相関があり，Ｃａの量を計

ればＳｒの量は分析しなくても分かるようなときは，Ａ群の

石材で作られた遺物であれば，Ａ群と比較したとき，Ｃａ量

が一致すれば当然Ｓｒ量も一致するはずである。もしＳｒ量

だけが少しずれている場合には，この試料はＡ群に属してい

ないと言わなければならない。このことを数量的に導き出せ

るようにしたのが相関を考慮した多変量統計の手法であるマ

ハラノビスの距離を求めて行なうホテリングのＴ２乗検定で

ある。これによって，それぞれの群に帰属する確率を求め

て，産地を同定する４，５ 。産地の同定結果は１個の遺物に対

して，黒曜石製では233個の推定確率結果が得られている。

今回産地分析を行った遺物の産地推定結果については低い確

率で帰属された原産地の推定確率は紙面の都合上記入を省略

しているが，本研究ではこれら産地の可能性が非常に低いこ

とを確認したという非常に重要な意味を含んでいる，すなわ

ち，中町第２群産原石と判定された遺物について，台湾の台

東山脈産原石，北朝鮮の会寧遺跡で使用された原石と同じ組

成の原石とか，信州和田峠，霧ケ峰産の原石の可能性を考え

る必要がない結果で，高い確率で同定された産地のみの結果

を表４に記入した。原石群を作った原石試料は直径３cm以

上であるが，小さな遺物試料によって原石試料と同じ測定精

度で元素含有量を求めるには，測定時間を長くしなければな

らない。しかし，多数の試料を処理するために，１個の遺物

に多くの時間をかけられない事情があり，短時間で測定を打

ち切る。また，検出された元素であっても，含有量の少ない

元素では，得られた遺物の測定値には大きな誤差範囲が含ま

れ，原石群の元素組成のバラツキの範囲を越て大きくなる。

したがって，小さな遺物の産地推定を行なったときに，判

定の信頼限界としている0.1％に達しない確率を示す場合が

比較的多くみられる。この場合には，原石産地(確率)の欄の

確率値に替えて，マハラノビスの距離Ｄ２乗の値を記した。

この遺物については，記入されたＤ２乗の値が原石群の中で

最も小さなＤ２乗値で，この値が小さい程，遺物の元素組成

はその原石群の組成と似ているといえるため，推定確率は低

いが，そこの原石産地と考えてほぼ間違いないと判断された

ものである。また，蛍光Ｘ線分析では，分析試料の表面状態

(粉末の場合粒度の違い)，不定形では試料の置き方で，誤差

範囲を越えて分析値に影響が残り，値は変動し，判定結果は

一定せず，特に元素比組成の似た原産地同士では区別が困難

で，遺物の原石産地が原石・遺物群の複数の原石産地に同定

されるとき，および，信頼限界の0.1%の判定境界の遺物は，

分析場所を変えて，４～12回分析し最も多くの回数同定され

た産地を判定の欄に記している。今回の結果では，西北九

州(腰岳・古里・松浦)地域との交流を示す中町，淀姫の伝播

が確認されたことにより，西北九州地方と交流があり生活情

報，文化情報を伝達，授受していたと推測しても産地分析の

結果と矛盾しない。
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自然科学分析(11)

桐木耳取遺跡出土の黒曜石製遺物の原材産地分析

                                 　京都大学原子炉実験所　藁科哲男

                                                (有)  遺物分析研究所

　１   はじめに

  石器石材の産地を自然科学的な手法を用いて，客観的に，

かつ定量的に推定し，古代の交流，交易および文化圏，交易

圏を探ると言う目的で，蛍光Ｘ線分析法によりサヌカイトお

よび黒曜石遺物の石材産地推定を行なっている。最近の黒曜

石の伝播距離に関する研究では，伝播距離は数千キロメート

ルは一般的で，６千キロメートルを推測する学者もでてきて

いる。正確に産地を判定すると言うことは，原理原則に従っ

て同定を行うことである。原理原則は，同じ組成の黒曜石が

異なった産地では生成されないという理論がないために，少

なくとも遺跡から半径数千キロメートルの内にある石器の原

材産地の原石と遺物を比較し，必要条件と十分条件を満たす

必要がある。『遺物原材とある産地の原石が一致したという

「必要条件」を満たしても，他の産地の原石にも一致する可

能性が残っているから，他の産地には一致しないという「十

分条件」を満たして，一致した産地の原石が使用されている

と言い切れる。また，十分条件を求めることにより，一致し

なかった産地との交流がなかったと結論でき，考古学に重要

な資料が提供される。』

　２　産地分析の方法

　先ず原石採取であるが，本来，一つの産地から産出する全

ての原石を採取し分析する必要があるが不可能である。そこ

で，産地から抽出した数十個の原石でも，産地全ての原石を

分析して比較した結果と同じ結果が推測される方法として，

理論的に証明されている方法で，マハラノビスの距離を求

めて行う，ホテリングのＴ２乗検定がある。ホテリングのＴ

２乗検定法の同定とクラスター判定法(同定ではなく分類)，

元素散布図法(散布図範囲に入るか否かで判定)を比較するこ

と。

　クラスタ判定法はクラスターを作る産地の組み合わせを変

えることにより，クラスターが変動する。例えば，Ａ原石製

の遺物とＡ，Ｂ，Ｃ産地の原石でクラスターを作ったとき遺

物はＡ原石とクラスタ－を作るが，Ａ原石を抜いて，Ｄ，Ｅ

産地の原石を加えてクラスターを作ると，遺物がＥ産地とク

ラスタを作ると，Ａ産地が調査されていないと，遺物はＥ原

石製遺物と判定されれる可能性があり結果の信頼性に疑問が

生じる。Ａ原石製遺物と分かっていれば，Ｅ原石とクラス

ターを作らないようにできる。これには，クラスター分析を

行う遺物の原石産地を予め推測し，クラスターを組み立てる

必要があり，主観的な判定になる。

　元素散布図法は肉眼で原石群元素散布の中に遺物の結果が

入るか図示した方法で，原石の含有元素の違いを絶対定量値

を求めて地球科学的に議論するには，地質学では最も適した

方法であるが，産地分析からみると，クラスター法より，さ

らに後退した方法で，何個の原石を分析すればその産地を

正確に表現されているのか不明で，分析する原石の数で，原

石数の少ないときには，Ａ産地とＢ産地が区別できていたの

に，原石数を増やすと，Ａ産地，Ｂ産地の区別ができなくな

る可能性があり(クラスター法でも同じ危険性がある)判定結

果に疑問が残る。産地分析としては，地質学の常識的な知識

(高校生)さえあればよく，火山学，堆積学など専門知識は必

要なく，分析では非破壊で遺物の形態の違いによる相対定量

値の影響を評価しながら，同定を行うことが必要で，地球科

学的なことは関係なく，如何に原理原則に従って正確な判定

を行うかである。クラスター法，元素散布図法の欠点を解決

するために考え出された方法が，理論的に証明された判定法

でホテリングのＴ２乗検定法である。ある産地の原石組成と

遺物組成が一致すれば，そこの産地の原石と決定できるとい

う理論がないために，多数の産地の原石と遺物を比較し，必

要条件と十分条件を満たす必要がある。

　考古学では，人工品の様式が一致するという結果が非常に

重要な意味があり，見える様式としての形態，文様，見えな

い様式として土器，青銅器，ガラスなどの人手が加わった調

合素材があり一致するということは古代人が意識して一致さ

せた可能性があり，一致するということは，古代人の思考が

一致すると考えてもよく，相互関係を調査する重要な意味を

もつ結果である。石器の様式による分類ではなく，自然の法

則で決定した石材の元素組成を指標にした分類では，例えば

石材産地が遺跡から近い，移動キャンプ地のルート上に位置

する，産地地方との交流を示す土器が出土しているなどを十

分条件の代用にすると産地分析は中途半端な結果となり，遠

距離伝播した石材を近くの産地と誤判定する可能性がある。

人が移動させた石器の元素組成とＡ産地原石の組成が一致

し，必要条件を満たしたとき，確かにＡ産地との交流で伝播

した可能性は否定できなくなったが，偶然(産地分析法が不

完全なために)に一致した可能性も大きくＢ，Ｃ，Ｄ・・・

の産地でないとの証拠がないために，Ａ産地だと言い切れ

ない。ここで，十分条件として，可能なかぎり地球上の全

ての原産地(Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ・・・・)の原石群と比較して，

Ａ産地以外の産地とは一致しないことを十分条件として証明

すれば，石器がＡ産地の原石と決定することができる。この

十分条件を肉眼観察で求めることは分類基準が混乱し不可能

であると思われる。また，自然科学的分析を用いても，全て

の産地が区別できるかは，それぞれが使用している産地分析

法によって，それぞれ異なり実際に行ってみなければ分から

ない。産地分析の結果の信頼性は何ヶ所の原材産地の原石と

客観的に比較して得られたかにより，比較した産地が少なけ

れば，信頼性の低い結果と言える。黒曜石，安山岩などの主

成分組成は，原産地ごとに大きな差はみられないが，不純物

として含有される微量成分組成には異同があると考えられる

ため，微量成分を中心に元素分析を行ない，これを産地を特

定する指標とした。分類の指標とする元素組成を遺物につい

て求め，あらかじめ，各原産地ごとに数十個の原石を分析し

て求めておいた各原石群の元素組成の平均値，分散などと遺

物のそれを対比して，各平均値からの離れ具合(マハラノビ
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スの距離)を求める。次に，古代人が採取した原石産出地点

と現代人が分析のために採取した原石産出地と異なる地点の

可能性は十分に考えられる。従って，分析した有限個の原石

から産地全体の無限の個数の平均値と分散を推測して判定を

行うホテリングのＴ２乗検定を行う。この検定を全ての産地

について行い，ある原石遺物原材と同じ成分組成の原石はＡ

産地では十個中に一個みられ，Ｂ産地では一万個中に一個，

Ｃ産地では百万個中に一個，Ｄ産地では・・・・一個と各産

地毎に求められるような，客観的な検定結果からＡ産地の原

石を使用した可能性が高いと同定する。即ち多変量解析の手

法を用いて，各産地に帰属される確率を求めて産地を同定す

る。

　今回分析した遺物は鹿児島県曽於郡財部町に位置する耳取

遺跡出土の後期旧石器時代の黒曜石製遺物100個で，産地分

析の結果が得られたので報告する。

　３   黒曜石原石の分析

  黒曜石原石の自然面を打ち欠き，新鮮面を出し，塊状の試

料を作り，エネルギー分散型蛍光Ｘ分析装置によって元素

分析を行なう。分析元素はAl，Si，K，Ca，Ti，Mn，Fe，

Rb，Sr，Y，Zr，Nbの12元素をそれぞれ分析し，塊試料の

形状差による分析値への影響を打ち消すために元素量の比を

取り，それでもって産地を特定する指標とした。黒曜石は，

Ca/K，Ti/K，Mn/Zr，Fe/Zr，Rb/Zr，Sr/Zr，Y/Zr，

Nb/Zrの比量を産地を区別する指標をしてそれぞれ用いる。

黒曜石の原産地は北海道，東北，北陸，東関東，中信高原，

伊豆箱根，伊豆七島の神津島，山陰，九州，の各地に分布す

る。調査を終えた原産地を図１に示す。黒曜石原産地のほと

んどすべてがつくされ，元素組成によってこれら原石を分類

して表１に示す。この原石群に原石産地が不明の遺物で作っ

た遺物群を加えると274個の原石群になる。佐賀県の腰岳地

域および大分県の姫島地域の観音崎，両瀬の両地区は黒曜石

の有名な原産地で，姫島地域ではガラス質安山岩もみられ，

これについても分析を行なった。隠岐島，壱岐島，青森県，

和田峠の一部の黒曜石には，Ｓｒの含有量が非常に少なく，

この特徴が産地分析を行う際に他の原産地と区別する，有用

な指標となっている。九州西北地域の原産地で採取された原

石は，相互に組成が似た原石がみられる(表２)。西北九州地

域で似た組成を示す黒曜石の原石群は，腰岳，古里第一，松

浦第一の各群(腰岳系と仮称する)および淀姫，中町第二，古

里第三，松浦第四の各群(淀姫系と仮称する)などである。淀

姫産原石の中で中町第一群に一致する原石は12％個で，一部

は淀姫群に重なるが中町第一群に一致する遺物は中町系と分

類した。また，古里第二群原石と肉眼的および成分的に似た

原石は嬉野町椎葉川露頭で多量に採取でき，この原石は姫島

産乳灰色黒曜石と同色調をしているが，組成によって姫島産

の黒曜石と容易に区別できる。もし似た組成の原石で遺物が

作られたとき，この遺物は複数の原産地に帰属され原石産地

を特定できない場合がある。たとえ遺物の原石産地がこれら

腰岳系，淀姫系の原石群の中の一群および古里第二群のみに

帰属されても，この遺物の原石産地は腰岳系，淀姫系およ

び古里第二群の原石を産出する複数の地点を考えなければ

ならない。角礫の黒曜石の原産地は腰岳および淀姫で，円

礫は松浦(牟田，大石)，中町，古里(第二群は角礫)の各産地

で産出していることから，似た組成の原石産地の区別は遺

物の自然面から円礫か角礫かを判断すれば原石産地の判定に

有用な情報となる。旧石器の遺物の組成に一致する原石を産

出する川棚町大崎産地から北方４kmに位置する松岳産地が

あるが，現在，露頭からは８mm程度の小礫しか採取できな

い。また，佐賀県多久のサヌカイト原産地からは黒曜石の原

石も採取され梅野群を作った。九州中部地域の塚瀬と小国の

原産地は隣接し，黒曜石の生成マグマは同質と推測され両産

地は区別できない。また，熊本県の南関，轟，冠ケ岳の各産

地の原石はロ－ム化した阿蘇の火砕流の層の中に含まれる最

大で親指大の黒曜石で，非常に広範囲な地域から採取される

原石で，福岡県八女市の昭和溜池からも同質の黒曜石が採取

され昭和池群を作った。従って南関等の産地に同定された遺

物の原材産地を局所的に特定できない。桑の木津留原産地の

原石は元素組成によって２個の群に区別することができる。

桑の木津留第１群は道路切り通し面の露頭から採取できる

が，桑の木津留第２群は転礫として採取でき，これら両者を

肉眼的に区別はできない。また，間根ヶ平原産地では肉眼観

察で淀姫黒曜石のような黒灰色不透明な黒曜石から桑ノ木津

留に似た原石が採取され，これらについても原石群を確立し

間根ヶ平産黒曜石を使用した遺物の産地分析を可能にした。

遺物の産地分析によって桑の木津留第１群と第２群の使用

頻度を遺跡毎に調査して比較することにより，遺跡相互で同

じ比率であれば遺跡間の交易，交流が推測できるであろう。

石炭様の黒曜石は大分県萩台地，熊本県滝室坂，箱石峠，

長谷峠，五ヶ瀬川の各産地および大柿産，鹿児島県の樋脇町

上牛鼻産および平木場産の黒曜石は似ていて，肉眼観察では

それぞれ区別が困難であるが，大半は元素組成で区別ができ

るが，上牛鼻，平木場産の両原石については各元素比が似て

いるため区別はできない。これは両黒曜石を作ったマグマは

同じで地下深くにあり，このマグマが地殻の割れ目を通って

上牛鼻および平木場地区に吹きだしたときには，両者の原石

の組成は似ると推定できる。従って，産地分析で上牛鼻群ま

たは平木場群のどちらかに同定されても，遺物の原石産地は

上牛鼻系として上牛鼻または平木場地区を考える必要があり

る。出水産原石組成と同じ原石は日東，五女木の各原産地か

ら産出していてこれらは相互に区別できず日東系とした。竜

ケ水産原石は桜島の対岸の竜ケ水地区の海岸および海岸の段

丘面から採取される原石で元素組成で他の産地の黒曜石と容

易に弁別できる。

　４   結果と考察

  遺跡から出土した黒曜石製石器，石片は風化に対して安定

で，表面に薄い水和層が形成されているにすぎないため，表

面の泥を水洗するだけで完全な非破壊分析が可能であると考

えられる。黒曜石製の石器で，水和層の影響を考慮すると
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すれば，軽い元素の分析ほど表面分析になるため，水和層の

影響を受けやすいと考えられる。Ca/K，Ti/Kの両軽元素比

量を除いて産地分析を行なった場合，また除かずに産地分析

を行った場合，いずれの場合にも同定される産地は同じであ

る。他の元素比量についても風化の影響を完全に否定するこ

とができないので，得られた確率の数値にはやゝ不確実さを

伴うが，遺物の石材産地の判定を誤るようなことはない。

  今回分析した耳取遺跡出土の黒曜石製遺物の分析結果を表

３に示した。石器の分析結果から石材産地を同定するため

には数理統計の手法を用いて原石群との比較をする。説明

を簡単にするためRb/Zrの一変量だけを考えると，表３の試

料番号9827番の遺物ではRb/Zrの値は1.062で，桑ノ木津留第

１群の[平均値]±[標準偏差値]は，1.080±0.048である。遺物

と原石群の差を標準偏差値(σ)を基準にして考えると遺物は

原石群から0.38σ離れている。ところで桑ノ木津留第１群の

原産地から100ヶの原石を採ってきて分析すると，平均値か

ら±0.38σのずれより大きいものが70個ある。すなわち，こ

の遺物が，桑ノ木津留第１群の原石から作られていたと仮

定しても，0.38σ以上離れる確率は70％であると言える。だ

から，桑ノ木津留第１群の平均値から0.38σしか離れていな

いときには，この遺物が桑ノ木津留第１群の原石から作ら

れたものでないとは，到底言い切れない。ところがこの遺物

を腰岳群に比較すると，腰岳群の平均値からの隔たりは，約

6σである。これを確率の言葉で表現すると，腰岳の産地の

原石を採ってきて分析したとき，平均値から6σ以上離れて

いる確率は，百万分の一であると言える。このように，百万

個に一個しかないような原石をたまたま採取して，この遺

物が作られたとは考えられないから，この遺物は，腰岳産の

原石から作られたものではないと断定できる。これらのこと

を簡単にまとめて言うと，「この遺物は桑ノ木津留第１群に

70％の確率で帰属され，信頼限界の0.1％を満たしているこ

とから桑ノ木津留第１群原石が使用されていると同定され，

さらに腰岳群に一万分の一％の低い確率で帰属され，信頼

限界の0.1％に満たないことから腰岳産原石でないと同定さ

れる」。遺物が一ヶ所の産地(桑ノ木津留第１群産地)と一致

したからと言って，例え桑ノ木津留第１群と腰岳群の原石は

成分が異なっていても，分析している試料は原石でなく遺物

で，さらに分析誤差が大きくなる不定形(非破壊分析)である

ことから，他の産地に一致しないとは言えない，同種岩石の

中での分類である以上，他の産地にも一致する可能性は推測

される。即ちある産地(桑ノ木津留第１群)に一致し必要条件

を満たしたと言っても一致した産地の原石とは限らないため

に，帰属確率による判断を表１の224個すべての原石群につ

いて行ない，十分条件である低い確率で帰属された原石群を

消していくことにより，はじめて桑ノ木津留第１群産地の石

材のみが使用されていると判定される。実際はRb/Zrといっ

た唯１個の変量だけでなく，前述した８個の変量で取り扱

うので変量間の相関を考慮しなければならならい。例えばＡ

原産地のＡ群で，Ｃａ元素とＳｒ元素との間に相関があり，

Ｃａの量を計ればＳｒの量は分析しなくても分かるような

ときは，Ａ群の石材で作られた遺物であれば，Ａ群と比較し

たとき，Ｃａ量が一致すれば当然Ｓｒ量も一致するはずであ

る。もしＳｒ量だけが少しずれている場合には，この試料は

Ａ群に属していないと言わなければならない。このことを数

量的に導き出せるようにしたのが相関を考慮した多変量統計

の手法であるマハラノビスの距離を求めて行なうホテリング

のＴ２乗検定である。これによって，それぞれの群に帰属す

る確率を求めて，産地を同定する４，５ 。産地の同定結果は

１個の遺物に対して，黒曜石製では274個の推定確率結果が

得られている。今回産地分析を行った遺物の産地推定結果に

ついては低い確率で帰属された原産地の推定確率は紙面の都

合上記入を省略しているが，本研究ではこれら産地の可能性

が非常に低いことを確認したという非常に重要な意味を含ん

でいる，すなわち，桑ノ木津留第1群産原石と判定された遺

物について，台湾の台東山脈産原石，北朝鮮の会寧遺跡で使

用された原石と同じ組成の原石とか，信州和田峠，霧ケ峰産

の原石の可能性を考える必要がない結果で，高い確率で同定

された産地のみの結果を表５に記入した。原石群を作った原

石試料は直径３cm以上であるが，小さな遺物試料は単位時

間あたりの分析カウントは少なくなり，含有量の少ない元素

では，得られた遺物の測定値には大きな誤差範囲が含まれ，

原石群の元素組成のバラツキの範囲を越て大きくなる。した

がって，小さな遺物の産地推定を行なったときに，判定の信

頼限界としている0.1％に達しない確率を示す場合が比較的

多くみられる。この場合には，原石産地(確率)の欄の確率値

に替えて，マハラノビスの距離Ｄ２乗の値を記した。この遺

物については，記入されたＤ２乗の値が原石群の中で最も小

さなＤ２乗値で，この値が小さい程，遺物の元素組成はその

原石群の組成と似ているといえるため，推定確率は低いが，

そこの原石産地と考えてほゞ間違いないと判断されたもので

ある。また，蛍光Ｘ線分析では，分析試料の風化による表面

状態の変化(粉末の場合粒度の違い)，不定形では試料の置き

方で，誤差範囲を越えて分析値に影響が残り，値は変動し，

判定結果は一定せず，特に元素比組成の似た原産地同士で

は区別が困難で，遺物の原石産地が原石・遺物群の複数の原

石産地に同定されるとき，および，信頼限界の0.1%の判定境

界の遺物は，分析場所を変えて，４～12回分析し最も多くの

回数同定された産地を判定の欄に記している。また，判定結

果には推定確率が求められているために，先史時代の交流を

推測するときに，低確率(１％以下)の遺物はあまり重要に考

えないなど，考古学者が推定確率をみて選択できるために，

誤った先史時代交流を推測する可能性がない。

　今回，分析した耳取遺跡出土の黒曜石製遺物の中で，産

地を判定する信頼限界の0.1％に達しない遺物がみられ，こ

れら産地が特定できなかった理由は，(１)遺物が異常に風化

し元素組成の変化が非常に激しい場合，(２)遺物の厚さが非

常に薄いとき，特に遺物の平均厚さが1.5ｍｍ以下の薄い試

料では，Mn/Zr，Fe/Zrの比値が大きく分析され，１ｍｍ厚

でFe/Zr比は約15％程度大きく分析される。しかし，１ｍｍ

厚あればRb/Zr，Sr/Zr，Y/Zrについては分析誤差範囲で産
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地分析結果への影響は小さく，Mn/Zr，Fe/Zrの影響で推定

確率は低くなるが原産地の同定は可能と思われる。(３)未発

見の原石を使用している場合などが考えられる。分析番号

94823,94824番の剥片は1mm以上の厚さがあり厚さの影響は

ない。分析番号94823番の遺物は軽元素比のＣａ/Ｋ，Ｔｉ

/Ｋ元素を抜くと桑ノ木津留第１群に一致することから，桑

ノ木津留産地から遠くない地点に原石産地が存在する可能性

が推測される。この遺物は，桑ノ木津留第１群より若干Ｋが

小さくなり，仮に風化の影響ではＣａ/Ｋ，Ｔｉ/Ｋ元素比が

小さくなる(Ｋが大きくなる)ことから，桑ノ木津留第１群の

原石が風化したとは考えられず，分析番号94824番と同じく

(３)の原石産地未発見の原石を使用している可能性が推測さ

れる。これら両遺物については，分析場所をかえて数十回分

析し，耳取MTR20遺物群と耳取MTR21遺物群を作り，これ

ら遺物群と同質の黒曜石製遺物が他の遺跡で使用されてい

るときに，判定出来るように表１の原石・遺物群簿に登録し

た。

　分析した黒曜石製遺物100個の遺物の各産地別の使用頻度

の中で最も多数使用された桑ノ木津留第１群が60個で，多

数使用されていることから，桑ノ木津留第２群産原石と判定

された遺物６個は肉眼観察では灰白色系で古里第２群(椎葉

川群)とか姫島産原石に酷似する原石で，特に分析番号94903

番は姫島産原石の白色縞入り原石と全く区別ができない。こ

の結果から肉眼観察で姫島産と推測されている遺物の中に，

桑ノ木津留第２群原石が含まれている可能性が今回の分析で

明らかになった。この灰白色系の桑ノ木津留第２群と桑ノ木

津留第１群が桑ノ木津留産地から伝播したと推測すると66％

(66個)になる。次に竜ケ水産が12個の12％(12個)で，五女

木・日東産と同定された遺物の中には，同時に白浜群に１％

を越える高確率で同定されている。これは，Ca/K，Ti/K，

Mn/Zr，Fe/Zr，Rb/Zr，Sr/Zr，Y/Zr，Nb/Zrの比量組み

合わせのホテリングのＴ２乗検定法で判定したときで，五

女木，日東，白浜に同定された遺物を弁別する目的で，元

素比の組み合わせを探し，新たに，Ca/K，Ti/K，Fe/Zr，

Rb/Zr，Sr/Zr，Y/Zr，Sr/Rb，Ti/Feの組み合わせによる

ホテリングのＴ２乗検定を行ったところ，白浜に同定される

確率が非常に低くなり信頼限界0.1%以下になった(表４)が，

分析番号94806～94815番は五女木，日東への同定は変化が少

ないが，分析番号94820番は新元素比による判定では確率が

五女木に46%から0.065%に下がり信頼限界の0.1％に近いが達

しない。下降率は千分の一である。一方，白浜群には20%か

ら確率0.00000001%に極端に下がり下降率は一千万分の一に

なる。従って，白浜でないとの十分条件を満たしたと推測し

た。五女木群に約0.1%まで下がった理由は，黒曜石製遺物が

風化するとカリウム(K)のピークが大きく観測され，この影

響が新元素比ホテリングＴ２乗検定の判定は，従来の元素比

の検定の判定に比べて影響が大きく表れたためと思われる。

耳取遺跡で五女木・日東産が多く使用されていることから，

分析番号94820番遺物も風化の影響を考慮して，五女木・日

東産が使用されていると推測した。従って，今回分析された

遺物に白浜産原石は使用されていないと判定した。しかし，

新元素比の組み合わせで表１全ての原石群についてホテリ

ングのＴ２乗検定を行った結果でないため，遺物原材が五

女木，日東と一致し必要条件は満たしているため，参考結果

になるが，これらの原石群以外の原石群に一致する可能性は

否定(十分条件を満たしていない)できない。従って，遺物の

判定結果は表１の全ての原石群と比較した結果(表５)中で，

新たな元素組み合わせで除外された白浜と信頼限界の0.1％

未満を除いて高確率で同定された，五女木，日東群に判定

した。この結果，五女木・日東産は９％(９個)で，内屋敷Ｕ

Ｔ遺物群は８％(８個)，上牛鼻産は２％(２個)で，長谷産が

１％(１個)で，使用頻度の高い原石産地とは，交易，交流が

活発であったとすると，耳取遺跡の黒曜石に関する交流で

は，桑ノ木津留地域と活発に交流していると推測しても産地

分析の結果と矛盾しない。
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自然科学分析(12)

　桐木遺跡出土土器に付着した赤色顔料

　桐木遺跡出土土器に付着した赤色顔料について走査型電子

顕微鏡による形状観察とエネルギー分散型X線分析装置によ

るX線分析を行った。分析は鹿児島県立埋蔵文化財センター

所蔵の機器を使用し，測定は永濵功治(鹿児島県立埋蔵文化

財センター)が行った。

　顔料とは着色剤の一種で，水には溶けない微粒子である。

赤色顔料はその主成分から「ベンガラ」，「朱」，「鉛丹」

の３種類に分けられ，ベンガラは酸化第二鉄(Fe2O3)，水銀

朱は硫化水銀(HgS)，鉛丹は四酸化三鉛(Ｐb3O4)を主成分とす

る。ベンガラはさらに原料，製法に多様性が認められ，細分

化される。赤色顔料の歴史は，古いもので1.5～2万年前に北

海道，東北地方においてベンガラが付着した石器や顔料原石

が出土した例があり，朱は縄文時代後期から，鉛丹は古墳時

代から使われている。これまでに鹿児島県内で出土した縄文

時代の赤色顔料は，ほとんどが土器に付着したベンガラであ

り，水銀朱の検出は数例しかない。

　分析資料(Ⅶ-946)はⅤ層(縄文時代早期後葉該当)より出土し

た土器で，赤色顔料は内面に部分的に残存している。走査型

電子顕微鏡(日本電子製低真空SEM・JSM-5300LV)で3500倍

まで拡大し，顔料の形状観察を行った結果，パイプ状粒子が

密集していることが確認できた(図１)。さらにエネルギー分

散型X線分析装置(日本電子製・JED-2001)を用い， 加速電圧

20.00kV，取り出し角度26.57°，作動距離20.00mm，有効時

間100秒の条件で分析したところ，Feの高いピークを得た(図

２)。以上の結果から，この赤色顔料は鉄を主成分としたパ

イプ状ベンガラであるといえる。
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図１

図２
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第ⅩⅡ章　まとめ

　鹿児島湾奥部から大隅半島の入口域の本格的発掘調査は，

東九州自動車道建設に伴う調査がスタートと認識しても過言

ではない。この自動車道の各遺跡では，入戸火砕流(姶良Ｔ

n火山灰:AT:25000年前)の上位に旧石器時代から近世まで，

多くの時代・時期の文化が残されていた。入戸火砕流の上位

には，桜島起源のP-17，P-15，P-14(サツマ火山灰)，P-11，

鬼界アカホヤ火山灰，霧島御池軽石，P-3(文明ボラ)等の噴出

源・噴出時期の明かなテフラが安定して堆積していることも

本地域の特徴である。

　本遺跡では，入戸火砕流上位のⅩⅦ層～P-17を含むⅩⅥ層

下部から剥片尖頭器や台形様石器を含む石器群が，ⅩⅢ層

から小型台形石器や小型ナイフ形石器群が，ⅩⅡ層～サツマ

火山灰下位のⅩ層からは後期旧石器時代細石刃石器群と縄文

時代草創期遺物群が出土した。また，縄文時代ではⅧ層・Ⅶ

層から縄文時代早期の遺構・遺物が出土し土器を15群40類81

タイプに分類した。Ⅵa層～Ⅴ層にかけては縄文時代前期・

中期文化の遺物が大量に出土し，土器は７類11タイプに分

類できる。縄文時代後期・晩期の遺物も出土し，後期で土器

を６類に大別し，晩期では入佐式段階の良好な遺跡が確認さ

れた。さらに，古墳時代，古代(８～９世紀)，中世において

も，遺跡内において人間活動の痕跡が確認されている。

第１節　第Ⅰ文化層

　第Ⅰ文化層の礫群及び石器群は，遺跡の西側に解析した谷

を見下ろす台地の縁辺に展開する。石器群の検出結果から51

ブロック18エリアを抽出した。なお，90基の礫群を検出して

いるが，出土石器群と密接な関係にあることは先に記したと

おりである。

　第Ⅰ文化層の編年に関しては，①遺物包含層が入戸火砕

流上位からP-17の赤色パミスを含む上部のⅩⅥ層間に形成

されること，②礫群採取の炭化物の放射性炭化物年代(AMS

法)の結果，７号礫群(BP.24,710±120)，15号礫群(BP.24,030

±270，BP.24,550±210)，25号礫群(BP.24,670±130)，86号礫

群(BP.24,540±250)の数値が得られていること，③隣接する

国土交通省桐木遺跡で，２号礫群(BP.24,330±80)，３号礫群

(BP.22,960±170)，６号礫群(BP.24,270±180)が報告されてい

ること等から，おおむねこれらの数値から24,000年を若干上

回る時間を想定できそうである。

　礫群

　90基の礫群はその残存状況から分類を試みたが，基本形態

に関しては，前原和田遺跡ⅩⅥ層や国土交通省桐木遺跡第Ⅰ

文化層の事例も考慮し，35号・36号礫群を小型礫群の典型モ

デルに，61号・65号礫群を大型礫群の典型モデルと捉えた。

　礫群の典型モデルは，大型小型を問わず，礫及び掘り込

み遺構とそれに付随する炭化物散布域で構成され，平面的に

は円形ないしは楕円形の広がりが認定される。炭化物の散布

域は掘り込み遺構を起点に一定方向に広がり，掘り込み遺構

は炭化物散布域の端部に位置することが本礫群の特徴でもあ

る。即ち，掘り込み遺構を中心に，炭化物がドーナツ状に広

がる事例は基本的に存在しないと判断する。礫群の具体的構

造は，径40cm程前後の椀形の掘り込み遺構が構築され，遺

構内に被熱痕跡の著しい拳大の礫20点程が詰め込まれるもの

である。掘り込みを伴う礫群を取り巻く炭化物散布域及びそ

の周辺にも礫が残され，礫が一定の群をなすものと散在する

ものとがある。なお，炭化物の残存には濃淡もみられ，中に

は炭化物が消失し小礫群と散在礫のみで検出される礫群もあ

る。なお，小型礫群は130cm，大型礫群では250cm程の炭化

物及び礫の散布が多数みとめられる。

　第Ⅳ章第２節で礫群の３分類を提示したが，Ⅰ類礫群が上

記の典型モデルに対応する。２号礫群は小礫群に伴う明確な

掘り込み遺構を検出していないが，礫が30～40cmに群を成

すことから元来Ⅰ類礫群の形態であったと推測される。Ⅲ類

礫群も一定の範囲を確保していることから，礫群として認定

が可能であるが，Ⅱ類礫群の崩壊がさらに進行したもの，あ

るいは礫群の残骸，破砕礫の人為的集合と解釈される。

　Ⅰ類礫群の中で，13号・32号・38号・41号礫群は，椀形

の掘り込み遺構に沿って礫が整然と配置される状況で検出

されている。13号・29号・35号・36号・40号・56号等は小型

礫群の典型，61号・65号は大型礫群の典型といえる。なお，

28号・34号・39号・47号・75号礫群では，掘り込み遺構と炭

化物散布域のみが検出されているが，遺構内の礫を再利用目

的で取り出し移動した痕跡と解釈される。42号・59号・61号

礫群等では，掘り込み遺構(小礫群)を若干移動しながら使用

した痕跡を提示している。42号礫群では，小礫群①と②が先

行し，最終的に小礫群③が使用されたとみられ，同一場所が

３回利用されたと解釈できる。59号礫群では小礫群②が先行

し，最終的に小礫群①が使用されている。さらに，礫群内に

残る礫が破砕礫であることから，礫を持ち出した可能性もあ

る。61号礫群も小礫群②が先行し，小礫群①を新に設けたと

判断される。66号礫群では６回の移動が見られ，特に，小礫

群②が小礫群①より10cm程度下位で確認され，①で切られ

ることから，時間差が指摘できる。32号と33号礫群は当初分

離して提示したが，32号礫群を上位で確認し，その後，33号

礫群を検出していることから，33号礫群が先行すると判断で

きる。なお，33号礫群に付随する①～④の小礫群にも時間差

が存在するとみられ，また，小礫群②は重複する可能性が高

く，さらに使用期間が長くなることも考えられる。

　17号・32号・43号・44号・46号・60号・62号礫群は，小礫

群や散在礫に伴う炭化物散布域が明確に提示できなかったも

ので，炭化物が消失あるいは流出したと判断される。

　第２エリア石器群には，９号・10号・11号・12号礫群の４

基が付随する。９号礫群で掘り込み遺構を確認し，10～12号

礫群では確認されていないが，30cm程に集合して残る礫の

遺存状態から，掘り込み遺構の存在が予測される。
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　これらのことから，礫群の基本的な変遷として，Ⅰ類礫群

→Ⅱ類礫群→Ⅲ類礫群が想定され，また，Ⅰ類礫群から，礫

の抜き取り痕と判断される掘り込み遺構のみの存在が理解で

きよう。42号礫群等からは，同一礫群内での移動が確実に予

測される。

　礫接合

　第Ⅳ章第３節で提示した礫接合の検討結果を列挙すると，

以下のようになる。　　　　※礫群号(礫群分類,出土エリア)

①21→25号(Ⅲ→Ⅲ類)　　　(A10→A10)

②23→33号(Ⅱ→ⅠA.B類)　 (A10→A10)

③23→65号(Ⅱ→ⅠA類)　　 (A10→A18)

④23→66号(Ⅱ→ⅠA類)　　 (A10→A10)

⑤32→29号(ⅠA→ⅠA類)　　(A10→A10)

⑥33→32号(ⅠA.B→ⅠA類)　(A10→A10)

⑦37→35号(Ⅲ→ⅠA類)　　 (A11→A11)

⑧37→36号(Ⅲ→ⅠA類)　　 (A11→A11)

⑨63→41号(ⅠB→ⅠA類)　　(A18→A11)

⑩23→61号(Ⅱ→ⅠA類)　　 (A10→A18)

⑪32→61号(ⅠA→ⅠA類)　　(A10→A18)

　以上のことからは，礫群から礫群への礫の直線的移動が確

第１図　第Ⅰ文化層礫接合状況図



①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩⑪

- 503 -

認され，礫の再利用が行われたことを明証している。即ち，

礫群構築から廃棄へ，廃棄礫群の礫を再利用し，新たな礫群

構築が行われたことを示すものである。まず，①・②・④～

⑧等の同一エリアでの礫移動は，拠点を変えずに行っている

ことから，短期間の行為と理解される。次に，③・⑩・⑪か

らは，遠距離でのリサイクルないしは，エリアの移動即ち，

生活空間の移動が想定される。

　最終的に①～⑪を体系的に積み上げると23→33→32→29号

礫群，23→33→32→61号礫群への礫移動が確認できる。この

ことは同時に，礫群構築の変遷を認識させ，結果的に63号→

41号礫群以外は全て，南から北方向への礫移動が認められる

ことになる。この礫接合の結果は遺跡内における集団の占地

行動の変遷を具体的に示すものと高く評価される。

　石器群分布

　第Ⅰ文化層の石器群は，狩猟の刺突具である剥片尖頭器・

ナイフ形石器・角錐状石器，刺突具或いは切栽具とされる

台形石器，皮革加工具に比定される掻器・削器，穿孔具とし

てのドリル等が確認され，寒冷期における狩猟生活に必要と

される道具一式が備わっている。石器群の出土位置について

は，51ブロック18エリアの石器集中域を設定し，第Ⅰ文化層
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の形成過程及び占地構造の把握を目指した。その結果，剥片

尖頭器や角錐状石器の分布域が台形様石器の分布域とが分立

する可能性が高いことが判明した。具体的には，剥片尖頭器

が第２エリア～第７エリア及び第15エリアに，台形様石器が

第11エリアと第12エリアに主体的に分布し，石材選択におい

て剥片尖頭器が頁岩Ⅰ類であるのに対し，台形石器は玉髄と

頁岩Ⅱ類を選択するなど，明確な相違を見せている。

　また，各エリアの石器組成にも特徴が現れている。

　第２エリアは剥片尖頭器主体のエリアで，石器組成では

８点の剥片尖頭器と多数の調整剥片が突出する。調整剥片

は，５～６・10・24・39の剥片尖頭器や角錐状石器の製作

に起因するブランティングチップと判断され，国土交通省桐

木遺跡では，剥片尖頭器とブランティングチップの接合も確

認されており，最終調整がエリア内で行われたことは確実で

ある。また，素材剥片や剥片尖頭器の基部から背面に礫面を

残す資料(６・10・39)から，剥片剥離の連続性や規格性が想

定でき，上記した一部の剥片尖頭器に関しては，素材獲得及

び石器製作に関わる一連の作業がエリア内で行われた可能性

も捨てきれない。第３～第５エリアも同様と判断される。一

方，53・54・76の剥片尖頭器に関しては，製作と直接関連す

る具体的資料が存在しないこと，使用石材が異なること，素

材剥片が突出して大きいこと等から，エリア外さらには遺跡

外からの搬入品と推測される。

　第６エリアの第11・12ブロックでは，石器製作を行い遺跡

内での石器調達がみられる。101・102については搬入品と判

断できる。同様に，第７エリアの112・114・126～134の剥片

尖頭器の製品や破損品も搬入されたとみられる。

　第８・９エリアでも石器製作行為の痕跡が確認できるが，

目的器種は明かにできない。159の剥片尖頭器については搬

入品と判断できる。

　第10・11・13エリアでは玉髄の使用比率が高く，第24・

25・28～33・35ブロックは玉髄がほぼ独占している。第26・

27ブロックでは頁岩Ⅱ類を主体とし，第34・36・37ブロッ

クでは，玉髄と頁岩Ⅱ類が拮抗する。剥片類の存在から第

29ブロック201の剥片尖頭器以外は，基本的に各ブロック内

で石器製作が行われたものと推測できる。第32・33ブロッ

クでは，接合資料も含め多数の剥片・チップが採集され，

ブロック間での接合も確認される。第34～37の４ブロック

間でも，接合を確認できるが，特に，第34・36・37の３ブ

ロック間の接合例は多数存在する。第35ブロックでは接合資

料No.26と８点の台形様石器から，第36ブロックでは接合資

料No.23,No.24から台形様石器製作を行ったことが明かであ

る。第37ブロックでも台形様石器の製作が行われ，接合資料

No.20,No.21,No.25の接合結線で明らかなように，製品として

の台形様石器(189・263・312・313)がブロック外に移動して

いる事例が確認できる。このことから，第27ブロックでも頁

岩Ⅰ類での石器製作を行っているものの，189の台形様石器

は第37ブロックから製品として持ち込まれた可能性がある。

　この製品の移動と廃棄に関しての背景は今後の検討課題だ

が，この３エリアで台形様石器主体の石器製作が行われたこ

とは確実である。

　第10・11・13エリアと構成上類似するのが第15エリアで，

玉髄主体でブロックが形成され，台形様石器製作が実施さ

れたことが接合資料No,39(第46ブロック)から明らかである。

一方，ブロック外に10点の剥片尖頭器と掻器(443)が出土し

ているが，遺跡内での一貫的な石器製作行為を示す具体的

資料がなく，エリア外からの搬入品と考えられる。なお，

第47ブロックの411～417の剥片はブランティングチップとみ

られ，一部の剥片尖頭器では最終調整加工が行われた可能性

が高い。第27ブロックで剥離加工された削器(397)が第46ブ

ロック(接合資料No,15)に搬入される事例も確認でき，礫接合

において23号礫群で使用した礫が64号・65号礫群へ運ばれ，

さらに，66号礫群へと運ばれている事例との関連性が指摘で

きる。また，41号礫群と63号礫群との間でも礫が再利用され

ていることは，両エリア間の時間的近似性と機能的類似性を

窺わせるものとして興味深い。

　第12エリアの第38ブロックでは基部加工ナイフ形石器(325

～327)，第39ブロックでは今峠型ナイフ形石器(332・333)が

出土している。この両ブロックは黒曜石Ⅱ類を主体とし，接

合資料(No,31・32)により，これを素材とする石器製作が行わ

れたことが判明している。ナイフ形石器には頁岩Ⅰ類とホル

ンフェルスが用いられ，これらはエリア内で作られた痕跡は

見出せない。また，第15エリアでも今峠型ナイフ形石器(423

～425)と認定できる石器がブロック外から出土し，424・425

の２点は客体的様相を色濃く示している。一方，423は石核

480(接合資料No,38)と接合が確認できることから，素材剥片

獲得から仕上げ工程が一貫して行われたと判断できる。な

お，第12エリアの基部加工ナイフ形石器(326・327)と今峠型

ナイフ形石器の石材が石核480に近似することから，第15エ

リアから持ち込まれた可能性もある。

　接合資料

　第16エリア第48ブロックでは接合資料No.44で台形様石器

482の製作が確認され，第49ブロックでは接合資料No.43から

頁岩Ⅱ類で485・486の台形様石器が生産された可能性が考え

られる。他方，上記の両エリア間にあって異なる様相を呈し

エリア 剥片尖頭器 ナイフ形石器
今峠型

ナイフ形石器
基部加工

ナイフ形石器
角錐状
石器

台形様
石器

掻器 削器 ドリル 石 核 ハンマー 線刻礫

A01 1 2

A02 8 1 1 2 1

A03 5 3 1

A04 2

A05 1

A06 5 1 2 1 1 1

A07 7 3 2 2 1 1 3 1

A08 1

A09

A10 1 1 5 1 2 6 1

A11 1 20 1 4 1 1

A12 3 5 1 3

A13 1 1 1 3

A14 1 1 2 3

A15 10 3 1 4 8 4 1

A16 2 3 1 2

A17 2 3

A18 2 1

エリア外 6 5 2 2 1 1

計 44 16 6 6 4 42 3 28 1 37 6 1

第１表　第Ⅰ文化層主要石器器種組成表
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ているのが第12・14エリアである。第38・39ブ

ロックは黒曜石，第41～43ブロックはチャートと

頁岩Ⅰ類を用い，それぞれで剥片剥離を実施して

いる。

　接合資料を概観すると，第６と第７エリアで

はブロック間接合がほとんどで，それぞれの石材

による母岩別接合がエリア内で終始している。一

方，第８エリアと第10～第15エリアでは，ブロッ

ク内・ブロック間及びエリア間の接合が数多くみ

られる。石材別では，黒曜石がブロック間接合を

主に，エリア内接合に限定される傾向があり，玉

髄はブロック内接合を中心に，第15エリアでエリ

ア内の接合が，第10・11エリアの間でエリア間接

合がみられる。頁岩Ⅰ類は第14エリアでのブロッ

ク間及びエリア内接合を中心に，剥片や石器の単

体の長距離接合がみられる。他方，頁岩Ⅱ類はブ

ロック内及びブロック間接合を中心に，第10と第

11エリア，第16と第17のエリア間接合と隣接する

エリア間接合が目立ち，頁岩Ⅰ類との相違を見せ

ている。

　接合資料No.16は分割後，２点の石核として剥

片剥離を展開し，作業工程としてＡ・Ｂ両石核

は，節理による分割直後は第37ブロック内で剥

片剥離を行っている。石核Ａは，分割面を打面に

打点移動しながら剥離を行い，その後，横方向か

ら①～④の剥離を実施している。この①～④の剥

離は，ことごとく節理に遭遇し，結果として⑪を

中心とした新たな石核を生じている。なお，この

新たな石核の剥片剥離は，第36ブロックに移動し

て剥離作業が継続されている。石核Ｂも同じよう

な経過がみられ，剥片剥離の開始から分割面に接

した剥離作業は第37ブロックで行い，石核⑳を中

心とする剥片剥離は，第36ブロックに移動してい

る。なお，剥片の形状大きさから，台形様石器の

素材剥片獲得を目的としている可能性が高い。ま

た，接合資料No.17・18はNo.6と石材が共通し，

第37ブロックを拠点に素材礫の外周部を順次剥離

していることから，No.16に先行した工程の可能

性もある。その場合，一連の剥片剥離は，１個の

母岩に帰結する。

　接合資料No.20では６点が接合し，第37ブロッ

クで剥片剥離と調整剥離が行われ，製品２点の台

形様石器のみが移動の対象となっている。剥片剥

離は，高さ4cm程の節理の発達した石核から薄い

不定形剥片を取り出すことを目的としている。台

形様石器の整形は剥片の端部の一辺を刃部に設定

し，両側縁は剥片の両側を大きく除去し，平坦剥

離を駆使して仕上げている。

　台形様石器

　42点の台形様石器を確認し，第１表がその一覧
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である。器種の呼称については，素材剥片に不定形剥片を用

いていること，類型化できる形態を抽出できることから台形

様石器とした。台形様石器の抽出と存在は，遺物分布や接合

資料の検討からも明証される。特に，第35・36ブロックの接

合資料No.20,No21No.23～No.25では，その製作を直接確認で

きる。分類については３類に大別し，３類をA・B・Cに細

別した。

　１類はいわゆる台形状を呈する一群で，両側縁の刃潰し

加工は急角度に行い，刃部は直刃をなしている。素材は不定

形剥片であるが99・213・275・524は横位，141・240は縦位

に用い，形状にこだわった素材選択が窺える。横位に使用す

るものでは，剥片の背面は並行ないしは交差する剥離面で構

成し，剥片を横位に使用することにより剥片の側縁が刃部と

なる。即ち，打面部を台形石器の一側縁とし，剥片の端部は

折断あるいは刃潰し加工により対向する一側縁に仕上げてい

る。形状はいわゆる台形を呈し，１剥片から１点が造り出さ

れる。側縁部の刃潰し加工は腹面から行われるが，213では

打面がそのまま活かされている。縦位に使用したものは，素

材剥片の選択の結果と見られる。

　２類は縦長の形状でいわゆる撥型を呈し，両側縁の刃潰

し加工は基本的に急角度に行っているが，背面の一部や腹面

に平坦剥離を行ったものも存在する。使用石材は玉髄と頁岩

Ⅱ類を使用し，接合資料No.16等の剥片剥離で得た不定形剥

片に二次加工が加えている。刃部等の部位設定は，素材剥片

の形状が優先することから規則性が無く，縦位と横位の素材

利用がみられるが，横位が卓越する。したがって，刃部も直

刃，斜刃，曲刃等多彩である。

　３類も縦長の形状を呈し，本遺跡の台形様石器群では大

型に属する。横広等の不定形剥片を素材とし，刃潰し加工は

両側縁から底面に及び，底面への刃潰し加工からは基部の作

出意図が認められる。その刃潰し加工は，急角度の加工と平

坦剥離による加工を併用し，平坦剥離は背面の一部や腹面の

基部に残される。基部加工は，底面から体部方向に連続して

行い，挿入部としての厚みを減じる目的があったと考えられ

る。素材剥片に左右されることから刃部は斜刃を成し，石器

の形状は切出形型を呈している。３A類の２点は黒曜石を使

用し，両側縁の整形加工は素材剥片を折断により大きく除去

した後，刃潰し加工を実施している。３B類が３類の典型で

本遺跡を特徴づける一群であり，遺跡内での製作が確認され

ている。なお，国土交通省桐木遺跡から出土した台形石器４

点全てが３B類であり，台形様石器の存在と安定性を補強す

ると認識している。３C類の82は特に狸谷型ナイフ形石器と

第３図　第Ⅰ文化層台形様石器細別分類

Ⅰ類 Ⅱ類

ⅢＣ類

ⅢＢ類

ⅢＡ類
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呼称されるものであるが，３類の台形様石器を切

出形型ナイフ形石器ないしは切出形型石器の範疇

で理解する目的で組み込むこととした。

　２類の縦長で撥型と類似する資料が，市来町松

尾平遺跡，松元町宮ヶ迫遺跡で散見され，両遺跡

とも剥片尖頭器との同時性が指摘されている。な

お，宮ヶ迫遺跡では黒曜石によるその製作ブロッ

クも確認される。喜入町帖地遺跡第３文化層にも

１点確認され，剥片尖頭器や彫器と共に出土して

いる。宮崎県上ノ原遺跡，長薗原遺跡でも必ずし

も一致しないが，関連しそうな資料が存在してい

る。しかし，３B類と対比できる直接資料は見出

せていない。

　剥片尖頭器

　44点確認される剥片尖頭器は，遺跡内での二

次加工が施された可能性が高い一群と，明らかに

完成品として搬入された一群があることは先に記

した。特に大型で，砂岩，安山岩，チャート，頁

岩Ⅱ類を素材とするもの以外は搬入品と判断でき

る。抽出した44点中19点がダメージを受け，一部

が欠落したり大きな破損を生じており，その比率

は43％と高い。中でも５・57・76・114等は先端

部が，131・128・130・410等は基部付近で見事に

欠損している。想像をかき立てると，これら欠損

品は廃棄対象と想定できることから，新たな槍と

交換して猟に出かける姿が浮かび上がる。

　第２節　第Ⅱ文化層

　耳取遺跡で，環状を形成する第３～７エリア

(第３～19ブロック)，第11エリア，第12エリアの

３群が第Ⅱ文化層石器群の主体を構成する。ま

た，この３群は独自の構成が指摘され，即ち，①

環状ブロック(第３～７エリア)は台形石器の製作

址で，黒曜石ⅢＡ類を主体に頁岩Ⅰ類・玉髄が使

われ，素材原礫・石核・素材剥片・製品の台形石

器が確認できる。②第２群(第11エリア)は頁岩Ⅰ

類を主体に，石核・素材剥片・台形石器とナイフ

形石器が存在し，③第３群(第12エリア)は黒曜石

ⅢC類と黒曜石ⅢB類を中心に，二側縁加工の小

型ナイフ形石器・石核・剥片で構成される。

　環状ブロックでは第３エリアに54点，第４エ

リアに11点，第５エリアに24点，第６エリアに９

点，第７エリアに11点の総数109点の台形石器が

確認できる。黒曜石ⅢＡ類の台形石器の製作に関

しては，長さ2.5～3.5cm，厚さ1.5～2.0cm，高さ

2.0cm程の角礫を原材して持ち込み，平坦面を打

面に横広の不定形剥片を剥離している。なお，石

核から剥離する剥片の数は数点が一般的で，取り

出した剥片から１点の台形石器を作出することが

基本となっているようだ。このことは，製品や素

第
４
図
　
第
Ⅱ
文
化
層
台
形
石
器
出
土
状
況
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材剥片の形状及び製品の一部に残る礫面，また，石核や残核

の形状等からも観察でき，さらに接合資料によって具体的に

裏付けられる。また，環状ブロック内で台形石器の製作が行

われたことは，接合資料171個の個体が集中することや個々

の接合関係がブロック内に終始することからも理解できる。

なお，台形石器の刃部設定や刃潰し加工の部位設定に関して

は，厳格な規範は認められず，素材剥片の形状に応じた柔軟

性がみられるが，全体形状はいわゆる台形を意図したと判断

される。なお，台形石器以外に定型的な器種が認められず，

共伴関係は明確でない。

　第２群は，第21～24・26ブロックを頁岩Ⅰ類を主体に，

第25ブロックが頁岩Ⅰ類と玉髄で，第27ブロックが黒曜石Ⅲ

A・ⅢC類で半弧状を形成する。第27ブロックは他と石材構

成や器種構成が異なることから，第２群から分離して考える

のが妥当であろう。第21～26ブロックでの剥片剥離は，少な

い石核と剥片に頼らざるを得ないが，先の環状ブロック部よ

り一回り大きな石核素材を選択したとみられ，素材剥片にも

同様の傾向が読みとれる。石器の形状は台形も存在するが，

やや縦長の撥型の指向が認められる。

　第３群は黒曜石ⅢA・ⅢB・ⅢC類で構成し，主体である

小型ナイフ形石器の大部分を黒曜石ⅢC類が占める。第28ブ

ロックやブロック外の剥片や石核からは，石器製作の痕跡

が看取される。640～642の３点を台形石器としているが，定

型的な製作工程はみられず，台形石器を器種として含まない

可能性がある。33点のナイフ形石器は小型二側縁加工ナイフ

形石器で，剥離面からは計画的に剥離した小型縦長剥片を素

材としている。二側縁の刃潰し加工は，主に腹面方向から整

然と行い，中には基部加工を意識したものもある。33点中の

42％(14点)に，欠損等のダメージが認められる。

　接合資料

　第３節で示した接合資料No.１～No.37までが，環状ブロッ

ク第３エリア内に集中している。37個体のほとんどが石核

(残核)と剥片の接合例で，一部では台形石器を接合する事例

が確認される。角礫素材の石核から剥片剥離を実施し，製

品まで仕上げる環状ブロック内の特徴をよく理解できる。剥

片剥離は，角礫面から連続して剥離するものと打点移動をす

るものが主流で，剥離面(接合資料No.１)で構成する事例は少

ない。接合資料No.33では，先行して剥離した２枚の剥片が

台形石器に加工されている。接合資料No.37に含まれる105の

台形石器は，同一打面から連続して剥離した剥片を加工した

ものである。接合資料No.39は連続して剥離した頁岩Ⅰ類の

接合例で，広域に剥片が移動している。頁岩Ⅰ類の石核と

剥片の接合資料No.45,No.51,No55等から，黒曜石ⅢC類より

一回り大きな石核素材が選択されている。接合資料No.45で

は素材原礫の礫面が打面となるが，No.51やNo.55等では剥離

により打面が設定されている。接合資料No.44からは，分割

手法が読みとれる。素材剥片を二分割した後，先端部に刃潰

し加工を加え，分割面はそのまま側縁と活かされる。小型ナ

イフ形石器の製作工程が窺える接合資料がNo.60とNo.64で，

No.60では製作段階でのアクシデントをリダクションし，

No.64は小型の素材剥片に二次加工を加えている。

　耳取遺跡の第Ⅱ文化層で抽出した第３～32の総数30ブロッ

クは，それぞれが石器製作址としての機能を有し，遺物分布

や接合資料は，石材選択や母岩別製作に帰属する可能性を色

濃く提示している。特に，109点の台形石器を出土し，環状

に配置する第３～第７エリアは，第３～第19の17ブロックが

集合した結果であることが明かとなった。各ブロックは，約

２～３ｍの分布域を持ちながら幅５～８ｍの遺物密集帯を形

成し，その内側に径20m程の空白エリアが形成されている。

なお，遺物密集帯の環状部と遺物が激減する中央の空白エリ

ア，さらに環状部外帯の差異は著しく，むしろ意図的に形作

られた可能性が強い。環状部を形成するブロック(石器製作

第５図　第Ⅱ文化層台形石器製作過程図

黒曜石Ⅲ類
ナイフ形石器

頁岩
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エリア_ブロック 分類 CC CH OB1 OB2 OB3 SA SH SH1 SH2 SH3 SH4 その他 合計

A01_B01 剥片 9 3 12

A02 剥片 4 1 5

A02_B02 剥片 12 1 13

A03

台形石器 1 4 2 7

微細剥離痕剥片 1 1

石核 11 11

剥片 4 14 58 1 1 1 79

A03_B03

台形石器 4 4

石核 3 3

剥片 1 1 60 62

A03_B04
石核 4 4

剥片 16 16

A03_B05

台形石器 11 11

ナイフ形石器 1 1

二次加工痕剥片 2 2

微細剥離痕剥片 3 3

石核 1 31 32

剥片 3 204 207

A03_B06

台形石器 1 2 1 4

微細剥離痕剥片 1 1

石核 1 1

剥片 3 23 26

A03_B07

台形石器 1 27 28

二次加工痕剥片 11 11

微細剥離痕剥片 1 1

石核 37 37

ハンマー 1 1 2

剥片 19 48 423 3 493

A04
台形石器 1 1

剥片 6 1 1 8

A04_B08
石核 1 1

剥片 34 34

A04_B09

台形石器 7 3 10

微細剥離痕剥片 1 1

石核 6 6

剥片 2 5 77 18 7 109

A05

台形石器 3 3

石核 2 2

剥片 1 10 1 2 14

A05_B10

台形石器 1 9 1 1 12

削器 1 1

石核 12 12

剥片 10 80 3 3 1 97

A05_B11

台形石器 2 2

二次加工痕剥片 2 2

石核 1 1

剥片 2 38 1 1 42

A05_B12

台形石器 4 4

削器 1 1

二次加工痕剥片 1 1

ハンマー 1 1

剥片 72 4 76

A05_B13

台形石器 3 3

ナイフ形石器 1 1

二次加工痕剥片 1 1

石核 1 2 3

剥片 26 1 15 19 61

A06
石核 1 1

剥片 2 2

A06_B14

台形石器 1 1

石核 3 3

剥片 1 22 1 9 1 34

A06_B15

台形石器 3 1 4

石核 5 5

剥片 1 18 19

A06_B16

台形石器 4 4

石核 6 6

剥片 13 15 28

A07

台形石器 4 4

ナイフ形石器 1 1

削器 1 1

二次加工痕剥片 1 1

石核 1 1 2

剥片 5 1 1 20 24 1 9 1 2 1 65

エリア_ブロック 分類 CC CH OB1 OB2 OB3 SA SH SH1 SH2 SH3 SH4 その他 合計

A07_B17

台形石器 1 2 3

二次加工痕剥片 1 1

石核 1 1

剥片 2 38 1 1 42

A07_B18 剥片 2 15 4 21

A07_B19

台形石器 3 1 4

石核 6 6

剥片 83 1 84

A08
石核 1 1 2

剥片 2 2 4

A08_B20 剥片 18 18 36

A09

角錐状石器 1 1

石核 1 1

剥片 2 2 3 1 5 1 2 16

A10
台形石器 1 1

剥片 1 9 2 12

A11

台形石器 2 1 1 4

ナイフ形石器 1 1

微細剥離痕剥片 1 1 3 5

石核 2 2

ハンマー 1 1

剥片 2 1 1 2 6 6 8 26

A11_B21

台形石器 1 2 3

石核 1 1

剥片 1 2 6 3 12

A11_B22
台形石器 1 2 2 5

剥片 4 2 54 7 67

A11_B23

台形石器 3 4 1 8

石核 1 3 4

剥片 1 9 3 2 56 1 72

A11_B24

台形石器 1 2 3

角錐状石器 1 1

剥片 3 20 23

A11_B25

台形石器 3 3

二次加工痕剥片 1 1

石核 1 1 2

剥片 60 1 1 2 1 37 2 1 105

A11_B26

角錐状石器 1 1

石核 2 1 3

剥片 4 1 2 20 27

A11_B27

ナイフ形石器 1 1

石核 1 1

剥片 10 1 11

A12

ナイフ形石器 13 1 1 15

石核 2 4 6

剥片 1 54 3 2 60

A12_B28

台形石器 4 4

ナイフ形石器 12 1 13

二次加工痕剥片 2 1 3

剥片 1 1 117 3 122

A12_B29
ナイフ形石器 6 1 7

剥片 19 19

A13
石核 1 1

剥片 3 1 3 1 1 9

A13_B30

台形石器 2 2

ナイフ形石器 2 2

二次加工痕剥片 1 2 3

微細剥離痕剥片 1 1

石核 1 1

剥片 3 11 15 8 37

A14

台形石器 1 1

二次加工痕剥片 1 1 2

石核 3 3

ハンマー 1 1

剥片 3 53 15 1 2 3 77

A14_B31

台形石器 1 2 3

二次加工痕剥片 1 1

微細剥離痕剥片 1 1

ハンマー 1 1

剥片 19 6 25

A14_B32

台形石器 1 1

二次加工痕剥片 2 1 3

石核 1 1

剥片 21 8 3 32

第２表　第Ⅱ文化層主要石器器種石材組成表（１） 第３表　第Ⅱ文化層主要石器器種石材組成表（２）
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址)が，同時的に石器製作機能を果たしたとは考えられず，

ブロックは順次形成されたと推測される。このことから，石

器製作場が意図的・計画的に確保され，環状部を取り巻く広

域で，場の利用に関する集団規制が働いていたことも推測さ

れる。即ち選地，場の使用・生活空間の確保が，彼ら集団の

下で合理的に行われたことを表現したものと捉えられる。

　第Ⅱ文化層の時期については，第１群(環状ブロック)，第

２群(第27ブロックを除く第11エリア)，第３群(第12エリア)

間での依存石材及び石器組成が大きく異なることから，３群

の石器群の取り扱いに帰結する。まず，第１群の環状ブロッ

クを構成する第５・６エリアで頁岩Ⅰ類を使用した台形石器

の製作が行われていること，次に，１点ではあるが第３エリ

アに第３群と同じ黒曜石ⅢC類の小型ナイフ形石器が存在す

ること，また，第１群と第２群の台形石器に明確な形態的差

異を見出せないことから，現状では同一時期と解釈せざるを

得ない。したがって，彼らはそれぞれの場を確保し，第１群

では黒曜石ⅢA類の台形石器を，第２群では頁岩Ⅰ類の台形

石器を，第３群では黒曜石ⅢC類の小型ナイフ形石器を専ら

製作し，集団の狩猟具を生産したものと理解できる。

　第３節　第Ⅲ文化層

　Ⅹ層～ⅩⅡ層を一括して取り扱ったが，細石刃文化から縄

文時代草創期の遺物を一括していることから，時期的には必

然的に細分される。

　最も先行する可能性の高い石器群が，耳取遺跡の第27エ

リア第51ブロックの細石刃石器群と判断している。これらは

黒曜石Ⅲ類を主に，出土ピークがⅩⅡ層にあり，接する第26

エリア石器群より約20cm下層で検出され，石鏃を主体とす

る第26エリア石器群とは明らかに時間差が存在する。第51ブ

ロックの細石核の背面は，1845・1848・1852・1854は横方向

から方向からの調整剥離，1847・1850・1851・1853は素材の

礫面を活かし２類に修練される。1848・1850・1853細石核で

は方形の正面観を呈し，打面調整が繰り返され，細石刃剥離

面は幅広の不揃いとなる。この細石核の細石刃剥離面と，検

出した細石刃の形状が一致するものもみられる。なお，上記

の細石核については，横方向から実施した背面調整の特徴が

位牌塔型細石核に類似すると考えている。また，第33エリア

の細石刃石器群もその可能性が高い。

　次に，Ⅹ層下部～ⅩⅠ層に出土ピークがある桐木遺跡第24

エリアの細石刃石器群が想定される。細石核の素材は，礫素

材と剥片素材で構成される。礫素材の細石核は，狭小な細石

刃剥離面を成し両側面に礫面を残す。剥片素材の細石核は剥

離面で構成されるが，先行する剥離面を打面に設定し，両側

面は剥離面をそのまま活かし，整形加工を実施しない傾向に

ある。また，剥片素材の細石核では，楔形の形状を呈してい

る。なお，石材は礫素材が黒曜石Ⅲ類を，剥片素材が黒曜石

Ⅰ類を使用する傾向が窺え，第22・24エリアの細石器石器群

も同様の石器群とみられる。

　また，第22エリアに蛋白石と黒曜石Ⅱ類を用いた剥片素材

のいわゆる船野型細石核(1072～1078)がみられ，第７エリア

第７ブロックには頁岩のみの細石刃が存在し，第９エリア第

10ブロックからは黒曜石Ⅳ類を使用した細石刃が出土し，独

自性が認識されるが詳細な検討を行うには至らなかった。特

に，第10ブロックの細石刃は，その形状・分割使用の徹底・

側縁部の刃こぼれ等，特に高い異質性を提示しており，遺跡

内での生産よりむしろ搬入品と想定したい。

　石鏃を主要器種とする石器群が，第18エリア(784～810)，

第19エリア(936～956)，第20エリア第22ブロック・第23ブ

エリア_ブロック 分類 CC CH CR OB1 OB2 OB3 OB4 OP SA SH その他 合計

A01

石鏃 1 1

削器 1 1

剥片 7 7

A02

石鏃 1 1

細石刃 1 1

剥片 1 1

A02_B01 剥片 1 1 1 2 5

A03

石鏃 2 2

微細剥離痕剥片 1 1

細石刃 3 3

剥片 4 4 1 1 10

A04

二次加工痕剥片 1 1

細石刃核 1 1

細石刃 1 1

剥片 2 2 1 4 1 10

A04_B02
細石刃 1 1

剥片 1 11 12

A05
細石刃 1 14 1 16

剥片 1 1 3 3 16 1 1 26

A06

石鏃 1 1 2

ブランク 1 1

細石刃核 1 1

細石刃 21 3 24

ハンマー 1 1

剥片 1 6 5 11 2 25

A06_B03

石核 1 1

細石刃 5 5

剥片 2 1 4 4 11

A06_B04

石核 1 1

細石刃核 3 3

細石刃 1 1

剥片 1 2 9 12

エリア_ブロック 分類 CC CH CR OB1 OB2 OB3 OB4 OP SA SH その他 合計

A06_B05
細石刃 1 1

剥片 3 7 10

A06_B06
細石刃 11 11

剥片 1 4 5

A07

石鏃 1 1

ブランク 1 1

細石刃核 2 2

細石刃 2 4 2 8

剥片 1 1

A07_B07

石鏃 1 1

細石刃 3 1 116 120

剥片 1 1 2

A08
石鏃 1 1

剥片 1 2 3

A09

石鏃 1 1 2

削器 1 1

石核 1 1

ブランク 2 1 3

細石刃核 1 2 3

細石刃 2 4 38 2 1 1 48

剥片 1 1 2

A09_B08 磨製石斧 2 2

A09_B10 細石刃 19 3 22

A09_B12
細石刃 8 8

剥片 1 1

A09_B13 細石刃核 2 2

A09_B14
石鏃 1 1

細石刃 4 4

A09_B15
細石刃核 2 2

細石刃 6 8 14
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エリア_ブロック 分類 CC CH CR OB1 OB2 OB3 OB4 OP SA SH その他 合計

A10

石鏃 1 1

微細剥離痕剥片 1 1

石核 1 1

細石刃 1 1

剥片 5 2 1 6 4 18

A11

削器 1 1

細石刃 1 1

剥片 1 2 3 2 8

A11_B17

石核 1 1

細石刃 17 17

剥片 3 3

A12

石鏃 1 1

細石刃 2 2

剥片 2 1 5 1 9

A12_B18

二次加工痕剥片 1 1

細石刃核 1 1

細石刃 1 5 121 127

剥片 1 3 1 1 24 7 4 4 45

A13
石鏃 1 1 2

剥片 3 3

A14

石核 1 1

ブランク 1 1

細石刃核 1 1

剥片 3 2 13 2 1 1 22

A15

ブランク 1 1

細石刃核 1 1 2

細石刃 1 3 4

剥片 1 15 4 1 21

A16

石鏃 1 1 2

削器 1 1

微細剥離痕剥片 1 1 2

ブランク 1 1

細石刃 1 1

剥片 1 1 1 11 4 1 19

A17

石鏃 2 1 1 1 5

二次加工痕剥片 2 1 1 1 2 7

微細剥離痕剥片 1 1 2 3 7

石核 1 1 2

ブランク 5 3 8

細石刃核 1 2 2 1 6

細石刃 1 5 6 1 13

ハンマー 1 1 3 5

剥片 23 14 23 55 13 29 37 3 197

A18

石鏃 2 1 2 16 3 24

削器 1 3 3 7

二次加工痕剥片 1 1 2 4

微細剥離痕剥片 1 1 4 6

石核 1 6 7

ブランク 1 1 1 2 5

細石刃核 4 3 2 1 1 2 13

細石刃 1 5 3 19 3 31

ハンマー 2 5 7

剥片 7 24 3 73 39 5 1 94 3 249

A19

石鏃 3 1 1 1 1 5 1 13

削器 1 1 1 3

掻器 1 1

二次加工痕剥片 1 1 2

微細剥離痕剥片 1 2 3

ブランク 1 1

細石刃 1 4 1 3 9

ハンマー 2 2

打製石斧 1 1

剥片 2 12 4 17 14 1 8 3 61

A19_B19

石鏃 1 1

細石刃核 2 2

細石刃 1 1

剥片 3 1 1 5

A20

石鏃 1 2 1 1 4 9

削器 1 1

二次加工痕剥片 1 1

微細剥離痕剥片 1 2 2 5

石核 1 2 1 4

ブランク 1 1 2

細石刃核 1 1 2 4

細石刃 1 1 1 3

ハンマー 8 8

磨製石斧 1 1

剥片 5 15 12 22 7 14 11 86

エリア_ブロック 分類 CC CH CR OB1 OB2 OB3 OB4 OP SA SH その他 合計

A20_B21

石鏃 1 1 2

二次加工痕剥片 1 1

微細剥離痕剥片 1 1

剥片 4 2 3 3 3 1 16

A20_B22

石鏃 2 1 3 6

二次加工痕剥片 1 1

微細剥離痕剥片 1 1

細石刃核 1 1

細石刃 2 2

剥片 2 2 3 27 34

A20_B23

石鏃 2 2 4

削器 1 1

石核 3 3

ブランク 1 1

細石刃 1 1

剥片 1 2 12 1 11 4 31

A21
ハンマー 1 1

剥片 1 1 1 3 3 1 2 12

A22

削器 1 1

二次加工痕剥片 1 1

石核 2 2 1 5

ブランク 1 1 2 4

細石刃核 1 5 6

細石刃 1 3 1 5

ハンマー 1 1 2

打製石斧 2 2

剥片 1 26 15 21 1 64

A22_B24

ブランク 1 1

細石刃 14 14

ハンマー 1 1

剥片 2 1 25 1 7 36

A22_B25

石核 2 2

ブランク 2 1 3

細石刃核 7 7

細石刃 8 7 15

剥片 1 99 2 36 1 1 140

A22_B26

削器 1 1

微細剥離痕剥片 1 1

ブランク 1 1 2

細石刃核 7 7

細石刃 1 16 1 18

剥片 2 4 41 81 1 6 1 136

A22_B27

細石刃 29 2 31

ハンマー 1 1

剥片 135 2 137

A23

石鏃 1 1 2

削器 1 1

二次加工痕剥片 1 2 1 4

微細剥離痕剥片 1 1

石核 1 1

ブランク 1 4 5

細石刃核 1 1

細石刃 3 3

剥片 1 54 39 2 1 97

A23_B28

二次加工痕剥片 1 1

石核 2 2

細石刃 1 1

ハンマー 2 2

剥片 14 2 1 17

A23_B29

ブランク 1 1 2

細石刃 7 7

剥片 11 1 12

A23_B30

石核 1 1

細石刃核 1 1

剥片 1 12 12 25

A23_B31

掻器 1 1

石核 1 1

細石刃核 5 2 7

細石刃 12 1 13

ハンマー 1 1

剥片 172 11 31 1 215

A23_B32
細石刃 2 2

剥片 5 1 6
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エリア_ブロック 分類 CC CH CR OB1 OB2 OB3 OB4 OP SA SH その他 合計

A23_B33

石鏃 1 1

削器 1 1

石核 1 1

ブランク 2 2

細石刃核 4 4

細石刃 2 2

剥片 7 15 14 36

A23_B34

ブランク 1 1

細石刃核 2 2

細石刃 1 7 8

剥片 1 19 1 1 22

A23_B35
石鏃 1 1

剥片 1 1 2

A23_B36

ブランク 4 1 5

細石刃核 1 1

剥片 1 2 3 2 1 9

A24 剥片 6 1 7

A24_B37

ブランク 5 7 12

細石刃核 2 4 6

細石刃 5 5

剥片 52 3 8 1 64

A24_B38

掻器 1 1

石核 1 1

ブランク 1 1

細石刃核 2 2

細石刃 6 2 8

剥片 45 3 2 1 1 52

A24_B39

石核 1 1

細石刃核 2 2 4

剥片 4 2 6

A24_B40

石核 1 1 2

ブランク 3 2 5

細石刃核 1 8 9

細石刃 5 25 1 31

剥片 35 7 25 3 4 74

A24_B41

石核 1 1

ブランク 1 1

細石刃核 4 9 13

細石刃 1 8 9

剥片 1 47 2 4 3 57

A25

石鏃 1 1

二次加工痕剥片 1 1 1 3

ブランク 1 1 2

細石刃核 1 1

細石刃 1 1

ハンマー 1 1

剥片 11 1 1 4 13 2 5 1 38

A25_B42

ブランク 1 1

細石刃核 1 1

細石刃 2 2

ハンマー 2 2

剥片 1 6 7

A25_B43
細石刃核 2 2

剥片 1 6 2 3 12

A26

石鏃 1 1 2

削器 1 1

二次加工痕剥片 1 5 6

微細剥離痕剥片 2 2

石核 1 2 3

細石刃核 2 2

細石刃 1 1

ハンマー 1 1 2

剥片 9 5 1 4 16 1 3 2 41

A26_B44

石鏃 1 1 2

石核 1 1

剥片 3 6 1 1 4 9 24

A26_B45

二次加工痕剥片 2 2

微細剥離痕剥片 1 1

石核 1 1

剥片 1 61 62

A26_B46

二次加工痕剥片 3 3

石核 2 2

ブランク 1 1

剥片 12 12

A26_B47

石鏃 2 2

二次加工痕剥片 1 1

石核 1 1

剥片 54 54

エリア_ブロック 分類 CC CH CR OB1 OB2 OB3 OB4 OP SA SH その他 合計

A26_B48

石鏃 1 1

削器 1 1

二次加工痕剥片 6 6

微細剥離痕剥片 1 1

ハンマー 1 1

剥片 94 94

A26_B49 剥片 2 1 1 93 97

A26_B50
二次加工痕剥片 1 1

剥片 7 7

A27

二次加工痕剥片 1 1

細石刃 2 2

ハンマー 1 1

剥片 2 1 6 9

A27_B51

石鏃 1 1

二次加工痕剥片 1 1 2

石核 2 2

ブランク 1 1

細石刃核 1 1

細石刃 99 99

ハンマー 1 1 2

剥片 1 1 1 7 68 9 2 89

A27_B52

二次加工痕剥片 2 1 3

細石刃核 2 2

細石刃 4 4

ハンマー 1 1

磨製石斧 1 1

剥片 1 2 4 45 1 4 57

A28 剥片 5 1 1 7

A29
細石刃 4 4

剥片 1 2 5 9 1 3 21

A30

石鏃 1 1

微細剥離痕剥片 1 1

細石刃 4 1 5

剥片 4 2 6 6 13 31

A30_B53

細石刃核 1 1

細石刃 12 2 14

ハンマー 1 1

剥片 11 11

A31

石鏃 1 1

石核 1 1

剥片 1 1

A31_B54

石鏃 1 1

二次加工痕剥片 1 1

石核 2 2

剥片 1 8 17 26

A31_B55

微細剥離痕剥片 1 1

石核 1 1

剥片 1 73 74

A32

石鏃 1 1

石核 1 1

細石刃核 1 1

細石刃 1 1

剥片 5 7 1 3 16

A32_B56 剥片 4 11 3 18

A33
細石刃 2 2

剥片 1 3 2 6

A33_B57

二次加工痕剥片 1 1

石核 1 1

細石刃核 1 5 6

細石刃 4 4

剥片 5 4 9

A34

石鏃 3 3

削器 1 1

微細剥離痕剥片 1 1

細石刃核 2 2

細石刃 1 1

打製石斧 1 1

剥片 23 8 16 12 11 1 71

A35
石鏃 1 1

剥片 1 24 7 4 1 37

A36

石鏃 1 1

石核 2 2

細石刃 1 1

剥片 3 7 16 26
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ロック，第26エリアに集中する。第18・19エリアでは細石

刃石器群と重なるが，その分離は可能と判断し，縄文時代

草創期の所産と判断する。ブロックやエリアを形成して出土

し，石鏃未製品や素材剥片・石核等も確認されることから石

鏃を目的石器とする石器製作が想定される。使用石材は頁岩

が圧倒的に高く，完成された石鏃の基部は直線から若干内弯

する。石鏃製作に関しては，明確なブロック・エリアを形成

し，形態的にも定型化が進み，剥片剥離についても規格性が

認められることから，この時期，狩猟具として不可欠の地位

を確保していた可能性が窺える。1673・1701等特徴的な形状

を持つものもあり，注目しておきたい。また，1933は同類の

丸鑿形石斧の最小規格となる。

　石器の理想的ライフサイクルは，生産・消費・廃棄を素直

に経過することであろう。近年の各研究者の緻密な努力によ

る石器の接合作業が進展し，多くの遺跡で石器生産が行われ

ている実態が明らかにされてきている。本遺跡もそれに漏れ

ず，接合作業を試みたほぼ全てのブロック及びエリア内で接

合が確認され，石器の生産を行ったことは明かである。

第４節　Ⅹ層出土土器

　草創期の土器群について，本遺跡においては胎土，調整

法，粘土紐の貼り付け手法等から，５つの類型として捉えた

(第　図)。

１・２・３類に該当する「細隆線文系」と４・５類に該当す

る「隆帯文系」の２つの大きなグループに分けられそうであ

る。前者は列島的な動態である隆線文土器期における一群と

考えられる。製作技法における共通点として，隆線の断面形

態や押圧手法である斜位刻文，縦位刻文については各資料の

観察から，南関東地方における隆線文土器資料に類似するこ

とが指摘できる。一方で，相違をみせる点としては，南関東

地方における隆線文土器資料が口縁端部つまり口唇部付近の

隆線と体部の隆線は異なる手法を用いるのに対して，本遺跡

における２類土器は口縁端部への隆線文は体部と同様の手法

によって行われている点が興味深い。これについては隆線文

土器における大きな流れのなかで分化した潜在的な系統性の

表出であるととらえるか，もしくは受容過程のなかでみられ

る変容の一例であるとも考えられる。この点については四国

を含めた資料の更なる精査が課題となろう。１類にみられる

口縁端部と他の口縁が共通手法である一群は，隆線にみられ

る押圧手法は斜行する刻みとして捉えられるが，隆線を上下

から交互に刻む手法として看取できる資料もある。口縁端部

に横位の爪形で段を設けている手法は爪形文というよりは施

文具としての選択によるものであるという解釈が妥当であろ

うか。また調整方法や胎土について観察した結果，より２類

に類似することから同じグループとして考えることにした。

積層構造がみられることも，形成手法において同じ系譜と思

われる。

　次に，「隆帯文系」とした４・５類土器については，胎

土・器厚・成形手法などが東日本における隆線文系の土器と

は全く異なり，いわゆる「南九州的」な隆帯文といえる。と

ころが掃除山遺跡などの薩摩半島にみられる隆帯文土器や奥

ノ仁田遺跡などの種子島にみられる隆帯文土器とは様相を若

干異にしている。むしろ椎屋形第１遺跡をはじめとする宮崎

県内の様相に近いと言える。隆帯上にみられる「爪形」につ

第６図　Ⅹ層出土土器
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いては文様ではなく，爪痕としての様相が強いため，一概に

同一の時期とは判断できない。また隆帯間に隙間をあけない

手法がこの類の主体を占めている点は注目すべきであるが，

隆帯の付き方について注目するならば，口唇部を越えないも

のと，口唇部をまたぎ更に内面にまで及ぶものがあることか

ら，これらの間には時間差が存在することを示唆しているの

かもしれない。またこれらの隆帯は，口唇部から胴部に沿っ

て上から下へという施文順序が共通して観察できた。施文具

についても貝殻を使用する資料は確認できていない。

　以上に述べた「細隆線文系」と「断面三角隆帯文系」の２

者については，共伴する関係と理解するよりは，時間的な差

異として考えることが妥当ではないだろうか。

　本遺跡においては東日本的な様相と南九州的な様相を含む

資料は確認できたものの，豆粒文土器に代表されるような西

北九州的な様相はあまり濃くないといえる。大隅半島基部で

ある本遺跡の地理的立地から勘案しても，より日向地方の様

相に近い。しかし「細隆線文系」土器が確認できたことにつ

いては，鹿児島県においても列島規模の大きな流れに同期し

た動きがみえたともいえよう。「断面三角隆帯文系」につい

ては伊敷遺跡を含めた周辺地域の複雑性を示唆しているが，

今後の資料増加に伴って，南九州地域における広域編年や系

統的考察の一助となる可能性を含んでいると考えられる。

　第５節　第Ⅳ文化層出土石器

　第Ⅳ文化層の石器群は，出土層位から，多くが縄文時代早

期の所産であると考えられる。しかし，出土状況は全体とし

てまばらであり，積極的な石器製作行為の痕跡は一部の範囲

に限定される。縄文時代早期に比定しうる石器は調査区の広

い範囲で確認されるが，多くは製品単体かそれに近い出土状

況を示す。また，場所によっては上位の第Ⅴ文化層や下位

の第Ⅲ文化層と共通する特徴をもった石器の出土が顕著であ

り，上下層からの遺物の混入が少なくないことを窺わせる。

エリア_ブロック 分類 AN CC CH HF OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 SA SH その他 合計

A01

石鏃 1 1 2

削器 1 1

二次加工痕剥片 1 1

石核 1 1

剥片 2 2 2 5 43 5 3 62

A01_B01

石鏃 2 2

石核 1 1

剥片 3 2 24 2 31

A02

石鏃 2 5 4 4 8 4 2 4 2 35

石匙 2 2

石錐 2 1 3

削器 1 1 2

異形石器 1 1

二次加工痕剥片 1 1 1 1 1 5

石核 1 1 4 6

ハンマー 1 1

磨製石斧 1 1

剥片 5 23 38 5 49 29 3 3 12 9 15 4 195

A02_B02 剥片 4 27 1 32

A02_B03
石鏃 3 3

剥片 35 1 36

A02_B04
石鏃 1 1

剥片 17 17

A03 石鏃 2 1 1 2 2 1 9

A04

石鏃 1 2 1 1 5

石核 1 1

ハンマー 1 1

打製石斧 2 1 3

剥片 1 1 9 1 2 12 5 4 2 2 39

A05 石鏃 1 2 15 1 5 24

A05 石匙 1 1

A05 削器 1 1

A05 掻器 1 1

A05 異形石器 1 1

A05 二次加工痕剥片 1 2 1 4

A05 石核 5 1 6

A05 剥片 9 291 17 2 1 8 15 343

A05_B05

石鏃 6 1 1 1 9

二次加工痕剥片 1 1

石核 2 2

打製石斧 1 1

剥片 1 239 3 1 3 1 12 260

A05_B06

石鏃 1 3 1 5

二次加工痕剥片 1 1

剥片 2 145 1 1 1 5 8 163

A05_B07

石鏃 2 1 2 5

二次加工痕剥片 2 1 3

剥片 1 11 582 1 2 17 614

A05_B08

石鏃 3 3

二次加工痕剥片 1 1

石核 1 1

剥片 15 1 1 11 14 42

エリア_ブロック 分類 AN CC CH HF OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 SA SH その他 合計

A05_B09

石鏃 3 3

微細剥離痕剥片 1 1

剥片 6 191 2 1 16 35 3 1 255

A06

石鏃 25 16 24 2 5 39 2 1 15 1 5 16 151

磨製石鏃 1 1

石匙 4 4 1 1 10

石錐 1 1 2

削器 3 3 1 3 2 3 15

掻器 1 2 1 1 5

二次加工痕剥片 4 3 1 1 1 5 15

微細剥離痕剥片 2 1 1 1 1 1 2 2 11

石核 12 11 1 1 12 1 2 2 1 43

ハンマー 2 6 8

磨製石斧 1 2 3

打製石斧 1 2 3

剥片 7 273 323 11 522 331 16 15 49 15 16 116 11 1705

A07

石鏃 1 1 2 3 5 3 15

磨製石鏃 1 1

石匙 1 1

削器 1 1 2

掻器 1 1 2

異形石器 1 1

二次加工痕剥片 1 1 1 3

微細剥離痕剥片 1 1 2

石核 2 2

打製石斧 1 1

環状石斧 1 1

剥片 7 8 33 4 21 2 4 6 36 121

A08

石鏃 1 1

削器 1 1

石核 1 1

環状石斧 1 1

剥片 1 2 1 1 3 8

A09

石鏃 1 1 1 3

削器 1 1 1 3

二次加工痕剥片 1 1

石核 4 4

剥片 1 13 9 1 3 2 61 90

A10

石鏃 8 2 6 4 6 17 1 6 7 16 73

石匙 1 1

石錐 1 11 1 1 14

削器 1 6 2 2 2 13

掻器 1 2 3

異形石器 4 4

二次加工痕剥片 1 6 1 1 7 16

微細剥離痕剥片 3 1 4

石核 2 6 5 4 2 19

ハンマー 1 1

磨製石斧 2 2

環状石斧 2 2

剥片 16 49 954 71 181 36 9 51 18 23 1 1409

第10表　第Ⅳ文化層主要石器器種石材組成表（１） 第11表　第Ⅳ文化層主要石器器種石材組成表（２）
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　ここでは各エリアの石器群を再度総括し，今後の検討にむ

けた課題を列挙しておきたい。

　第１エリア

　第１エリアは黒曜石Ⅲ類を主体とするブロックがみとめら

れる。剥片類を含めて直径５ｍ程の範囲の中に石器集中部が

形成されており，何らかの石器製作行為の結果と判断できる

が，抽出された石器を見る限り，目的とする製品を明らかに

するには至らなかった。また，第１ブロックとしたけ-38区

の集中部以外にもまばらな石器の集中が確認でき，同一時期

に比定しうるものかどうかを含め，検討が必要である。

　第２エリア

　第２エリアでは，す・せ-33区とく-28区にチャートを主体

とするブロックが確認され，それ以外にも，け・こ-27・28

区付近を中心に石器の散布がみとめられる。器種組成は大

型の石鏃，削器，石錐等があるが出土点数は多くなく，これ

らの石器に直接関連する石器製作行為の痕跡も見いだせない

ことから，これらの石器がセット関係をなしうるかについて

は判断できない。チャートを主体とする各ブロックについて

も，ブロック内で直接確認できる未製品等の遺物が少なく，

目的とする器種を明らかにするには至らなかった。

　第３エリア

　い～か-18～24区にかけてのエリアでごく散漫な石器の分

布がみとめられる。石鏃と磨石中心の組成でエリア内で石器

製作行為の痕跡はない。石鏃の形態も多様で，同一の組成と

しうるかは判断できない。

　第４エリア

　Ａ～Ｉ-38～44区にかけて設定を行ったが主体となるエリ

アはＧ～Ｉ-42～44区付近である。石鏃，打製石斧，磨石中

心の組成だが，打製石斧とその未製品等の関連遺物には注

意が必要である。特に1060は素材に輝石安山岩を使用してお

り，石材選択の地域性を反映したものか注意が必要である。

　第５エリア

　Ｂ～Ｉ-21～26区にかけて分布し，チャートを主体とする

濃密な石器集中部が形成されており，５つのブロックを設定

した。組成されている石器は決して多くはないが，大型の鍬

形鏃やそれに関連するとみられる未製品が目立つことから，

大型の石鏃を目的とする製作址と判断できる。接合を行うこ

とが出来なかったので具体的に照査しづらいが，素材剥片か

ら粗い整形剥離段階，押圧剥離段階の未製品等が確認でき，

素材生産から最終製品の加工までをエリア内で一貫して行っ

ている可能性が高い。

　第６エリア

　第６エリアは石器が緩慢な集中部を持ちながら連続的に分

布するため，い～Ｊ-３～15区までの広い範囲を包括した。

　使用石材は玉随，チャート，黒曜石Ⅱ類，黒曜石Ⅲ類が

主体を占めるようだが，器種やその形態的バリエーションは

多様で，同一時期の所産というよりは，累積的な遺跡形成の

結果であると理解できる。細石刃関連遺物や第Ⅴ文化層出土

石器と共通する特徴を持つ石器も多く，ところによっては上

下層からの遺物の混入も考慮しておいた方が良さそうだ。石

鏃をみる限り石材と形態には一定の相関性が窺えるが石器製

作行為を含めた検討は困難で明証は出来ない。注意すべき遺

物としては安山岩Ⅱ類を素材とする石匙や大型の削器があろ

う。ハンマーや磨石類の出土点数も多く，特に磨石は側面を

面取りし，やや丸みを帯びた石鹸状の形状を示す特徴的なも

のも含まれている。これらを含めた各石器群の所属時期につ

いては，今後土器等の分布状況を含めた慎重な検討が必要で

ある。

　第７エリア

　耳取遺跡Ｇ～Ｊ-17～20区に分布する。チャート，頁岩を

主体とするようだが抽出されている剥片石器類は多様な石材

選択を行っている。異形石器や磨製石鏃，環状石斧が出土し

ており，注意が必要である。

　第８エリア

　Ｉ・Ｊ-14・15区付近に緩慢な分布が認められ，エリアと

して包括したものである。エリア内において石器製作行為の

痕跡は見いだせず，ほぼ製品のみの分布であるが，J-14区か

ら環状石斧が出土しており注意が必要である。

　第９エリア

　Ｈ～Ｊ-10～13区に分布するが，主体はＩ-10・11区に形成

されている頁岩，チャートを素材とする集中部であろう。抽

出した石器を見る限り，この集中部がどのような器種の製作

を目的としたものかは判断できない。石鏃などの剥片石器類

はＪ-11・12区付近に偏るようであり，これらの石器と集中

部の関連についても慎重に判断した方が良さそうだ。

　第10エリア

　Ｅ～Ｋ-３～９区付近に分布し，耳取遺跡の当該文化層で

は最も濃密な分布を示す。チャートと黒曜石Ⅲ類を主体と

しているようであり，これらの石材を素材とする石鏃及びそ

の関連遺物が多く検出されていることから，少なくとも，石

鏃を目的器種とする石器製作が行われたものと考えられる。

エリア内では石鏃以外にも削器や楔形石器などが出土してお

り，石鏃製作にあわせてこれらの石器製作も行われた可能性

がある。その他に環状石斧２点，磨製石斧などが検出されて

いる。

　環状石斧については，第７エリアから第10エリアにかけて

合計４点が検出されていることになる。素材は輝石安山岩３

点，砂岩１点で輝石安山岩が多く選択され，いずれも1/4～

1/2を残すのみで完全な状態ではない。欠損した部分も調査

区内で発見することは出来ず，どのような状況で遺棄あるい

は廃棄されたものなのか，今後検討を要すると思われる。    

第６節　縄文時代中期の落し穴状遺構について

　Ⅴ層・Ⅳ層検出の落し穴状遺構は計12基になるが，１号か

ら３号までは単独，４号～12号は猟法を前提に計画的に配置

使用された可能性が高い。

１　Ⅴ層段階の落し穴状遺構

　１号は桐木遺跡の遺構・遺物が分布しない台地の中央部に

単独に設けられ，遺物集中域とは約200m離れている。平面

プランは円形で，検出面から底面まで約120cmで，アカホヤ
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火山灰を主成分とする腐植土で埋土を構成する。実際の掘り

込み位置はⅣ層と推測され，さらに40cm位は深くなる可能

性がある。なお，上記の規格から想像をたくましくすると，

イノシシ位の体格の獲物が一度落ち込むとはい上がることは

容易ではなかったと推測される。また，生活領域と距離を置

き，他の遺構とも競合しないこと等から，単独に罠として機

能した可能性高いことから狩猟目的の落し穴と思われる。

　耳取遺跡の２号と３号の平面プランは楕円形で，底面に逆

茂木痕を持つ袋状の構造で，台地縁辺部に設置されている。

先の１号とは平面プラン等や設置場所に相違が認められ，そ

の相違の要因・背景を検討する必要もあるが，埋土がアカオ

ヤ火山灰の腐植土と同一であることから，おおよそ同時期の

所産で縄文時代前期と判断している。また，単独に使用した

罠猟の落し穴と推定される。

２　Ⅳ層段階の落し穴状遺構

　４号から12号の遺構内埋土は明確に上下二層に分離され，

下部にアカホヤ火山灰主体，上部に御池軽石主体の堆積物が

確認される。下部のアカホヤ火山灰の色調は水洗されたよう

な色調で，遺跡内に堆積するものとは違いを見せる。上部は

御池火山灰軽石で充填し，中間の埋土は存在しない。二つの

火山噴出物は約2000年の隔たりがあることは知られており，

単に自然堆積の結果とは考えにくい。最終的には御池軽石で

充填することから，遺構は御池軽石降下直前まで開口してい

たと推測され，下部のアカホヤ火山灰主体の埋土はそれに先

立ち，流入したこことなり，設置時期は縄文時代中期と判断

される。同様な埋土堆積を持つ遺構が，既に東九州自動車道

関連の遺跡から報告されているが，下部のアカホヤ火山灰の

堆積に比重を置き，単にアカホヤ火山灰降下直前と判断する

危険性を指摘しておきたい。

　右の配置図からは４号～７号と，８号～12号の２グル－プ

の遺構配置が見られ，16区と17区間には小さな谷形成される

ことから，むしろ地勢に呼応したことによる計画的配置と考

えられる。平面プランや掘り方等の形態や規格，逆茂木痕の

確認，さらに埋土の共通性から，同時期に使用された可能性

が高い。また，各遺構の長軸配置からは方位とは無関係であ

ることが読みとれ，谷を見下ろすある一定の高さに，谷に直

交する配置が見られる。おそらく，台地縁辺部の緩やかに傾

番号 検出面 平面プラン 長径×短径×深さ 長軸方位 長軸と等
高線の関

係

逆茂木数

1 Ⅶ層 円形 88×80×120 - - 0

2 Ⅵa層 楕円形 90×58×110 N-5°-W 50° 2

3 Ⅷ層 楕円形 102×65×50 N-94°-W - 3

4 Ⅷ層 長楕円形 146×92×106 N-154°-W - 0

5 Ⅵa層 長楕円形 122×72×87 N-179°-W - 0

6 Ⅵa層 長楕円形 130×57×143 N-4°-W 81° 3

7 Ⅴa層 長楕円形 165×90×155 N-30°-W 54° 3

8 Ⅴb層 長楕円形 124×58×118 N-58°-W 72° 3

9 Ⅴb層 長楕円形 116×53×146 N-88°-W 85° 4

10 Ⅴb層 長楕円形 135×63×113 N-56°-W - 3

11 Ⅴb層 隅丸長方形 144×65×108 N-85°-W - 3

12 Ⅵa層 長楕円形 120×43×142 N-103°-W - 3
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第12表　落し穴状遺構観察表
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斜が始まる場所であり，期待した獲物がよく使っていた獣道

だったのかもしれない。

  列状に配置された落し穴状遺構については，集団での追い

込み猟と解釈される場合が多いようである。耳取遺跡の場

合，西側の谷に直交して落し穴状遺構が配置されることか

ら，むしろ獣道を通過する獲物が自然に落ち込むのを待つ

「罠猟」と捉える方が自然である。ただ，罠猟と想定した時

に，遺構の近くから遺物が出土しており，生活の場近辺に罠

をしかけることには当然課題が残る。遺構内から遺物が出土

しないこと，落し穴状遺構の時期判断に直接結びつく遺物が

無いことから，いわゆる状況資料での判断に頼らざるを得な

いが，落し穴状遺構を設置した集団と，周辺に遺物を残した

集団とは別な集団と考えたい。

第７節　縄文時代前期・中期土器について

　Ⅰ類　轟式土器

　Ⅱ類　曾畑式土器

　Ⅲ類　深浦式土器を２類型

　Ⅳ類　船元式土器を２類型

　Ⅴ類　本遺跡における当該期主体的出土土器

　Ⅵ類　春日式土器

　Ⅶ類　その他の型式(搬入)

　としてとらえた。

　型式学的にはⅤ類土器は，口縁部についてのみ着目すれば

「貝殻条痕による器面調整に突帯を貼り付ける」点において

は単純型轟Ｂ式としてとらえられるものであるが，「尖底」

とも表現できる器形が本遺跡における完形復元土器から導

かれた。近年の発掘調査事例から野久首遺跡(鹿児島県志布

志町)をはじめ，上水流遺跡(鹿児島県金峰町)，右葛ヶ迫遺跡

(宮崎県宮崎市)などで確認されており，深浦式や船元式に伴

う傾向がみられる。編年試案としてⅠ類→Ⅴ類→Ⅱ類→Ⅲ類

→Ⅳ類→Ⅵ類という流れが考えられるが，その場合Ⅴ類→Ⅱ

類への変化には，外反する口縁部から一度胴部が張り，尖底

になる器形と単純な丸底の深鉢である器形には幾ばくかの隔

たりがあるように思われる。さらにⅤ類の基本的な器面調整

である貝殻条痕はⅡ類にはほとんどみられないのに対し，Ⅲ

類の中には底部においてⅤ類との共通手法が確認できる資料

が存在する。またⅤ類における口縁部突帯のモチーフは縦位

区画(または斜位)を意識したパターンを繰り返す手法がⅢ類

における波状口縁に連動する施文パターンに通ずる印象があ

る。さらにⅢ類に確認できるキャリパー状の器形はⅣ類によ

るものである可能性も指摘できる。時間軸におけるそれぞれ

の位置付けについては本遺跡のみの検討では無理があるが，

南九州においてⅣ類の時期に在地系土器が全く存在しない社

会像はイメージしにくく，Ⅳ類を受容しつつⅥ類に続く，何

らかの在地系土器を想定したい。もしⅤ類がこれに相当する

ならば，瀬戸内をはじめとする西日本的なレベルでの人々の

往還(または情報)が想起できる状況は，中部・東海地方に出

遺跡名 番号 検出面 平面プラン 長径×短径×深さ 逆茂木数

永磯遺跡 9 Ⅷ層 長方形 131×63×17 -

永磯遺跡 15 Ⅵ層 長楕円形 171×59×50 -

永磯遺跡 18 Ⅵa層 隅丸長方形 137×61×120 -

永磯遺跡 22 Ⅵa層 隅丸長方形 97×55×61 1

永磯遺跡 28 Ⅴa層 隅丸長方形 169×54×151 -

永磯遺跡 29 Ⅴa層 隅丸長方形 98×52×75 -

永磯遺跡 30 Ⅴa層 隅丸長方形 177×110×155 -

永磯遺跡 33 Ⅴ層 隅丸長方形 184×98×57 -

永磯遺跡 34 Ⅴ層 長楕円形 179×106×130 2

永磯遺跡 36 Ⅴ層 隅丸長方形 164×87×129 -

供養之元遺跡 2 Ⅵ層 隅丸長方形 139×58×48 -

九養岡遺跡 1 Ⅴa層 隅丸長方形 148×90×126 -

供養之元２号

九養岡１号

永磯15号

第13表　東九州自動車道関連遺跡落し穴状遺構観察表

第８図　東九州自動車道関連落し穴状遺構
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自を求められるⅦ類土器についても，その延長上と捉えるこ

とも可能であろう。

　底部資料について，若干の補足説明をするならば，わずか

な上げ底を呈するものについては，縄文施文のものと貝殻条

痕のものが確認できる。これらがそれぞれにⅣ類とⅥ類に属

するものであるとしても，尖底底部の中心を窪ませた資料も

存在する。天神河内第１遺跡(宮崎県田野町)において類似す

る資料が，霧島御池テフラとアカホヤ火山灰に挟まれた包含

層中から出土している点が興味深い。また，Ⅴ類の口縁部

にみられる突帯については，本報告では試みることはできな

かったが，その断面形状と貼付手法には何らかの関係が予察

される。突帯が構成するモチーフと器形などの他の属性と併

せて，今後増加すると思われる他遺跡の資料との関係から，

型式学的検討と当該時期における他型式を含めた時間的な位

置づけが可能となり，南九州縄文時代前期・中期の土器編年

やⅣ類土器にみられる地域地域間交流を考える上で良好な資

料であると思われる。

　第８節　第Ⅴ文化層出土石器

第Ⅴ文化層の石器群は出土層位から，縄文時代前・中期を中

心とし，一部は縄文時代後期の所産であると考えられる。

　また，第Ⅷ章において資料提示の際にⅣ層出土石器まであ

わせて取り扱った関係上，一部には縄文時代晩期に比定する

のが適当と考えられる石器が含まれている。

　ここでは，第Ⅳ文化層同様に，エリア毎に再度石器群の内

容を総括し，検討課題を列挙しておきたい。

　第１エリア

　さ-37区に第１ブロックとした頁岩を主体とする集中部と

こ・さ-34・35区付近を中心に玉随を主体とする集中部が形

成されている。こ・さ-34・35区の集中部は主たる分布域が

直径10m前後と広く，周囲の集中部と明確に区別できなかっ

たためブロック認定こそ行わなかったが，石鏃等の石器が大

量に含まれており，活発な石器製作を窺わせるものである。

　石鏃の形態的特徴からは，両者には際だった差異が看取

され，第１ブロックでは最大長20mm前後の大型の石鏃が主

体をなし，玉随を多用するそれ以外の第１エリアでは最大

長15mm前後の石鏃が量産されている。第１ブロックで多く

みられる大型の石鏃は笠沙町西之薗遺跡や鹿屋市の飯盛ヶ

岡遺跡などで特徴的であり，縄文時代前期の轟式段階によく

みられるものである。第１ブロック以外の第１エリアでは深

い抉りを施し側縁に鋸歯縁加工を行うものが多く，これは明

確に時期比定できる出土例が少ないが，金峰町上水流遺跡や

宮崎県の上長谷遺跡などでみられ，おおむね縄文時代中期に

盛行するものである。付近では縄文時代前・中期のⅠ類土器

やⅤ類土器が出土しており，石鏃の形態的特徴からみれば，

これらの土器との関連を推測してよいと思われる。第１エリ

アでは石鏃のほか石匙や石錐も多く組成されている。特に，

第155図868の石錐は回転運動によるとみられる摩耗痕が先端

部に明瞭に観察され，石錐の使用方法を検討する上で興味深

い。また第156図901の石製品にも注意が必要であろう。第１

エリアではこれ以外に砂岩の大型剥片が多量に検出されてい

る。一部は微細な剥離痕が観察されるため，石皿等を再利用

し削器などに便宜的に転用したものと推測されるが，多くは

Ⅳ層の出土であり，Ⅴ層主体の剥片石器類とは一応分けて考

えた方が良さそうである。

　第２エリア

　玉随・黒曜石Ⅲ類を主体とする集中部が形成されている

が，石器の形態的特徴にはややバリエーションがあり，複数

時期の石器が重複していると考えた方が良さそうである。石

鏃は深い抉りや鋸歯縁加工など，中期的な様相を持つものが

多くみられるが，967・968等は側縁や脚部の形状から晩期の

所産である可能性が高い。あわせて974・977等のチャート製

の大型の削器もⅣ上層の出土であり，層位的には，所属時期

の検討に注意が必要である。

第９図　Ⅴ層出土土器
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　第３エリア

　く-26・27区に玉随を主体とする集中部が形成されており

第２ブロックとしたが，石鏃とその未製品，石錐等が数点

組成されているのみで，抽出した石器からは，石器製作の目

的を明確にすることはできない。出土状況も剥片石器類が剥

片類とは別に製品主体で集中部を形成しており，形態的にも

バリエーションが看取できる。石器組成や所属時期について

は，慎重な検討が必要であろう。

　第４エリア

　チャートを主体とする集中部がみられ，周囲に剥片石器

類の分布を確認できる。剥片石器類のなかにチャートを素

材とするものがあまりみられず，周囲の剥片石器類と石器集

中部の直接的な関連を推測しうる状況にはないが，第171図

1083・1086の石匙がチャートを素材としており，ひとまず，

これらとの関連を検討した方が良さそうである。石鏃等の剥

片石器類の分布はまばらで複数の集中域をもち，形態的にも

バリエーションが看取されることから，複数時期の石器群が

重複していると考えられる。

　第５エリア

　第Ⅴ文化層を最もよく特徴づけるエリアである。直径50m

程の広い範囲に玉随や黒曜石Ⅱ類・黒曜石Ⅲ類を主体とする

濃密な集中部が形成されている。

　石器組成は石鏃を中心に石匙，石錐等が組成されているが

特に石鏃は飛び抜けて多く，このエリアだけで1000点以上が

組成されている。エリア内の広い範囲で包含層が削平を受け

ているため遺存状況は良好ではないが，形態的には①深い抉

りを施し，脚部内側からの押圧剥離が顕著で，脚部作出の意

図が明瞭であること，②側縁に鋸歯状の加工を施すものが多

くみられること，が特徴として挙げられる。製作されている

石鏃の大きさや二次加工の特徴は使用石材や素材剥片の形状

によってやや違いがあるものの，おおむね，この２点は一般

的に理解できる特徴と捉えて良さそうである。所属時期につ

いては縄文時代前・中期土器のⅢ類～Ⅴ類土器と分布域が重

複し，細かい時期差を別にすれば，大多数の石器はおおむね

これらの土器群に伴うものと判断して良いと思われる。石匙

についても，合計で100点を超える出土が確認でき，これら

は石材によってある程度の形態的バリエーションが看取され

る。このような形態的バリエーションが，石材の性質に対応

したものなのか，あるいは時期的な差異を内包するのかは定

かではないが，石材によって製作されている製品の形状に一

定の差異が看取できることは興味深い。石錐については厚手

の素材を調整し断面菱形かそれに近い形状に加工したものが

多い。第１エリア同様，先端部に回転運動によるとみられる

摩耗痕が明瞭に観察できるものがあり，注意が必要である。

　この他，第５エリアでは石核・ハンマーの出土が特徴的で

ある。石核は黒曜石Ⅱ類，黒曜石Ⅲ類，頁岩，玉随が多く，

特に黒曜石Ⅱ類と頁岩は拳大をこえる大型のものが各10点前

後存在し，潤沢な石材供給を窺わせている。また，黒曜石Ⅲ

類とした石材の中には直径20～30mm前後で表面が銀色に風

化する原産地不明の黒曜石が特徴的に含まれており，注意が

必要である。同じように，石材面では黒曜石Ⅶ類としたもの

の中にも直径20mm前後の原産地不明の黒曜石原礫を素材と

するものが多数含まれており，注意が必要である。ハンマー

については砂岩と輝石安山岩類のどちらかに素材がほぼ限定

され，主軸長が40mm前後の小型のものには砂岩が，それ以

上のものには輝石安山岩類が多用される傾向がある。

　第６エリア

　第６エリアでは多様な石材が集中域をもちながら重複して

分布する様相を呈している。

　組成されている剥片石器は石鏃，石匙が目立つが，石鏃は

形態的にややバリエーションがみられる。石匙については素

材にバリエーションがあるものの，形態的には比較的安定し

ている。個別的な検討を行うには至らなかったが，今後石材

や分布状況をふまえて時期的な区分が可能かどうか検討を行

う必要がある。　

　第９節　縄文晩期の土器

　桐木遺跡では，竪穴住居が６軒検出され，土器の分布状

況を見てみると，竪穴住居の周辺に集中域を見ることができ

る。(第３分冊，第267図)

　竪穴住居は谷の近くに存在し，それぞれの住居が離れた位

置に存在している。しかし，これらの竪穴住居が同時期に存

在していたかは不明である。しかし，１号竪穴住居と２号竪

穴住居に関しては，それぞれの住居内に出土した遺物が接合

しており，この２軒に関してのみ同時期に存在していたもの

と考えられる。

　桐木遺跡から出土した土器は，縄文晩期中葉に位置づけら

れる入佐式土器に比定できる。遺物の多くが竪穴住居の周辺

から出土していることから，土器と竪穴住居は共伴関係にあ

るものと思われる。出土した遺物は出土地点によって型式的

偏りは見られず，耳取遺跡のように，入佐式土器と黒川式土

器が混在して出土してはおらず，少なくとも桐木遺跡と耳取

遺跡には時期差があるものと考えられる。

　耳取遺跡からは入佐式土器の次の段階に位置づけられてい

る黒川式土器が出土しており，これはは桐木遺跡と耳取遺跡

に隣接する建設省桐木遺跡からも同じことがうかがえる。こ

のことから，縄文晩期には桐木遺跡を主体とする時期と耳取

遺跡・建設省桐木遺跡を主体とする時期の２つの時期が存在

していたものと考えられる。

　第10節　第Ⅵ文化層出土石器

　第Ⅵ化層の石器群は出土層位から，縄文時代晩期の所産で

あると考えられる。

　第Ⅸ章では平面的分布をもとにエリア設定を行ったが，一

部には下層からの浮き上がりと考えられる遺物がかなり混入

しているエリアもある。ここでは再度エリア毎に石器群の内

容を総括し，検討課題を列挙しておきたい。

　第１エリア

　き～し-34～38区にかけて分布するさ-35区の玉随を主体と

する石器集中部は下層からの平面的分布が第Ⅴ文化層の集
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中部と重複し，下層からの浮き上がりと考えられる。き・く

-35～37区付近では，縄文時代晩期に盛行する有肩の扁平打

製石斧がみられ，これらは縄文時代晩期に所属する石器群で

ある可能性が高い。333の擦切石器については，縄文時代後

期によくみられるものではあるが，製品単体での出土であ

り，石器群としては時期認定できない。

　第２エリア

　き～けの25～28区にかけて分布し，まばらな石器分布がみ

とめられる。石鏃，石匙，磨製石斧などが確認できるが積極

的な石器製作行為の痕跡は見いだせず，詳細な検討は出来な

い。

　第３エリア

　Ｆ～Ｈ-40～42区に分布する。製品単体での出土状況であ

り詳細な検討はできない。

　第４エリア

　Ａ～Ｅ-36～39区に分布するものでＡ・Ｂ-38区に小規模な

集中を示す。石鏃が３点検出されているが，353は基部形状

から晩期該当の石器とみてよい。

　第５エリア

　Ｂ～Ｇ-28～33区付近に分布するもので，Ｄ-28・29区にま

ばらな集中がみとめられる。石鏃のほか磨製石斧が２点出土

しているが製品単体での出土であり，詳細な検討はできな

い。

　第６エリア

　Ｅ・Ｆ-23～26区付近に分布し，Ｅ-23区に数点の石器集中

がある。３点の石鏃およびその間連遺物がみとめられるが石

鏃の形状は晩期によくみられるもので，散漫な出土状況なが

ら付近の竪穴住居との関連を含め，検討の余地がある。

　第７エリア

　Ｈ～Ｊ-31～34区にかけて分布し，Ｉ-33区に石器集中がみ

とめられる。磨製石斧，ハンマーを中心とした組成であり，

369等の可能性を考慮すると，磨製石斧の製作を行っている

可能性がある。資料数が少ないが今後注意が必要であろう。

　第８エリア

　Ｉ～Ｋ-２４～29区に分布し，Ｉ・Ｊ-25・26区に集中部が

みとめられる。石鏃，石匙，石錐，磨製石斧などを組成して

いる。石鏃は形態的なバリエーションがあるものの，374～

377，383，384，387，388，390等，晩期によくみられる形態

の石鏃が目立つ。383は磨製石鏃とみられるが，研磨後押圧

剥離による調整を行っていることが確認できる。また，403

～407の石匙もつまみ部が大きく作出され，二次加工が器体

中央部付近までは及ばず加工が周縁部に限定される特徴を持

つ。その他，エリア内では磨製石斧や扁平打製石斧，有肩の

扁平打製石斧等が組成され，晩期石器組成の特徴をよく備え

ている。なお，432は砥石とみられ，磨製石斧製作との関連

性が疑われる。

　第９エリア

　い～Ｅ-９～16区を包括したが，包含層が削平を受けたた

めか，下層からの遺物の浮き上がりが顕著にみとめられる。

石鏃，石匙，磨製石斧などの一部に晩期石器によくみられる

特徴を備えたものが散見されるが，所属時期の判断は慎重に

ならざるを得ない。

　第10エリア

　Ｇ～Ｊ-12～16区に分布する。晩期該当の遺物が最も良好

な状態で残されているエリアで，上下層や周辺のエリアか

らの関連性も薄く，ほぼ晩期単純の石器群と考えてよさそう

エリア_ブロック 分類 AN CC CH HF OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 SA SH その他 合計

A01

石鏃 1 55 5 1 9 75 1 29 6 1 18 1 202

石匙 5 13 1 1 1 21

石錐 1 12 1 2 2 1 19

削器 1 1 3 1 6

掻器 2 1 3

二次加工痕剥片 2 5 2 1 10

微細剥離痕剥片 1 1

石核 7 35 36 3 81

ハンマー 2 6 8

磨製石斧 1 1 2

剥片 47 1136 32 2 541 391 3 12 116 8 3 18 58 19 2386

A01_B01

石鏃 1 2 5 8

削器 1 1

二次加工痕剥片 2 2

微細剥離痕剥片 1 1

剥片 1 4 1 4 1 64 168 1 244

A02

石鏃 2 11 2 1 2 18

石匙 1 3 1 5

石錐 1 1

削器 1 1

石核 1 1

ハンマー 1 1

剥片 2 35 2 16 22 7 3 1 1 7 9 105

A03

石鏃 1 12 2 1 11 4 9 1 3 3 47

磨製石鏃 1 1

石匙 1 1 2

石錐 1 1 1 3

削器 1 1 1 1 4

二次加工痕剥片 1 1

石核 3 1 4

ハンマー 1 1 2

剥片 1 23 16 2 5 24 2 6 27 9 2 6 123

エリア_ブロック 分類 AN CC CH HF OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 SA SH その他 合計

A04

石鏃 3 14 1 1 9 2 4 2 36

石匙 2 2 1 5

石錐 1 2 3

削器 1 1

二次加工痕剥片 1 1

石核 1 1

ハンマー 1 1

剥片 11 1 12

A05

石鏃 25 32 59 12 43 429 9 11 184 88 4 17 913

石匙 5 11 11 2 1 1 2 2 8 4 47

石錐 3 35 8 1 1 3 1 1 2 26 81

削器 7 3 6 3 1 7 1 28

掻器 2 5 7

二次加工痕剥片 5 28 13 3 1 2 1 5 58

微細剥離痕剥片 2 1 1 1 1 6

石核 2 73 12 3 7 54 11 2 1 1 44 210

ハンマー 1 9 33 43

磨製石斧 1 2 3

剥片 65 7373 159 449 1187 2717 116 293 1139 52 21 111 23 13705

A06

石鏃 1 7 4 2 8 6 27 1 2 14 72

石匙 3 9 2 2 1 1 5 1 6 30

石錐 1 3 2 6

削器 4 4

二次加工痕剥片 1 1 1 2 2 7

微細剥離痕剥片 2 2

石核 1 1 13 15

ハンマー 1 2 1 4

剥片 2 127 41 25 129 64 53 37 266 14 1 219 978

第14表　第Ⅴ文化層主要石器器種石材組成表（１） 第15表　第Ⅴ文化層主要石器器種石材組成表（２）



- 521 -

だ。

　石鏃，石匙，磨製石斧，打製石斧等が数多く組成されて

いるが，石器組成に関しては近接する遺構内出土遺物も踏ま

えて検討を行う必要がある。分布状況は３～５か所の集中域

がみとめられるが，細分は行わなかった。石鏃は黒曜石Ⅳ類

が多用されているのが特徴的で，脚部の形状に特徴を持つも

のが多い。石匙についてもつまみ部を太く作出する特徴を備

えている。打製石斧，磨製石斧が多く出土しているが，磨製

石斧としたもののうち，扁平なものについては，扁平打製石

斧と同じように土掘り具としての機能を想定した方が良さそ

うなものも含まれている。今後使用痕分析等を行い，検討す

る必要がある。第10エリアでは磨製石斧が17点と各エリアと

比べても突出した出土点数を示している。破損した磨製石斧

の中には複数の接合例が認められ，石斧の積極的な利用，廃

棄が窺える。当該期の遺跡の機能や性格を考える上で参考に

なる事例であろう。あわせて，585の砥石は使用面を最低６

面みとめることができ，長大な礫を展開しながら繰り返し使

用したものと理解できる。第10エリアの石器組成の中には石

斧の未製品も複数存在することから，磨製石斧の積極的な利

用・廃棄のみならず，石斧の製作や維持再生についても，そ

の可能性を考えてよいと思われる。

　第11エリア

　耳取遺跡Ｈ～Ｊ-４～８区に分布する。石鏃，石匙，石

錐，削器，磨製石斧などを組成するが，一部下層との関連を

疑うべき資料も認められ，石器組成や所属時期の検討は慎重

に行う必要があろう。

エリア_ブロック 分類 AN CC CH HF OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 SA SH その他 合計

A01

石鏃 4 1 1 1 1 8

石匙 1 1

石錐 2 2

掻器 1 1

二次加工痕剥片 1 1

微細剥離痕剥片 1 1 2

石核 1 4 1 6

打製石斧 2 2

剥片 4 143 3 33 3 3 11 9 13 222

A02

石鏃 2 1 3

石匙 2 2

微細剥離痕剥片 1 1

石核 1 1

ハンマー 1 1

磨製石斧 1 1

剥片 2 13 2 1 2 2 5 27

A03 石鏃 1 1

A04
石鏃 1 1 1 3

剥片 1 3 2 6

A05

石鏃 2 1 3

石核 1 1 2

磨製石斧 2 2

剥片 2 1 2 5

A06

石鏃 1 1 2

削器 1 1

剥片 1 1

A07

ハンマー 1 1

磨製石斧 2 2

打製石斧 1 1

剥片 1 4 1 6

A08

石鏃 3 5 1 1 5 3 18

磨製石鏃 1 1

石匙 3 1 4

石錐 1 1 2

異形石器 1 4 5

二次加工痕剥片 1 1 1 1 4

微細剥離痕剥片 1 1

石核 1 2 1 4

エリア_ブロック 分類 AN CC CH HF OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 SA SH その他 合計

A08

ハンマー 2 3 5

磨製石斧 8 8

打製石斧 5 5

小玉 1 1

剥片 19 33 11 2 21 1 4 1 92

A09

石鏃 2 16 2 7 2 2 3 6 40

石匙 2 1 3

石錐 1 2 3

削器 1 1

二次加工痕剥片 1 1 1 1 1 5

微細剥離痕剥片 1 1

石核 13 2 3 4 2 2 26

ハンマー 1 1

磨製石斧 1 1

剥片 2 316 3 14 373 57 4 4 33 1 41 848

A10

石鏃 1 4 5 2 11 23

磨製石鏃 1 1

石匙 1 1 2

石錐 1 1

削器 1 3 1 5

掻器 1 1

二次加工痕剥片 1 1 2 1 5

微細剥離痕剥片 1 1

ハンマー 2 2

磨製石斧 16 1 17

打製石斧 7 2 9

小玉 2 2

剥片 31 41 2 29 27 87 1 1 25 8 252

A11

石鏃 2 2 1 2 4 1 12

石匙 1 3 2 6

石錐 1 1 1 1 4

削器 1 1

異形石器 1 1

二次加工痕剥片 1 1

石核 5 5

磨製石斧 1 1

打製石斧 1 1

剥片 5 33 14 5 22 32 14 2 52 5 4 188

第16表　第Ⅵ文化層主要石器器種石材組成表（１） 第17表　第Ⅵ文化層主要石器器種石材組成表（２）
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　②ⅩⅢ層環状ブロック出土状況　　⑦第Ⅱ文化層石器
　③耳取遺跡ⅩⅦ層礫群　　　　　　⑧縄文時代草創期土器
　④耳取遺跡Ⅹ層集石　　　　　　　⑨縄文時代早期土器
　⑤桐木遺跡Ⅹ層集石　　　　　　　⑩縄文時代中期土器
　　縄文時代晩期住居跡等検出状況

あとがき

　平成８年の発掘調査開始から報告書刊行まで９年間，桐木耳取遺跡の長大な記録である。

　広大な桐木遺跡に立った時の記憶は未だ鮮やかで，「耳が取れるくらい寒い」と聞いた耳取遺跡の冬の霧島おろしは

本当に寒かった。しかし，雪をかぶった高千穂の凛とした姿を忘れることはない。

　縄文時代の夥しい遺物，地表下５ｍでの環状の石器製作跡，シラス直上での100基に迫る礫群と大型石器等々。

　しかし，何と言っても“耳取ヴィーナス”である。ヴィーナスを残したマンモスハンターは，豊かな連想の間を提供

し，我々をその時空に引きずりこんだ。その後，ヴィーナスは日本列島を巡回し，そのあらわな姿を多くの考古学ファ

ンに披露することとなった。

　掘り出される膨大な遺物・遺構は，貴重な資料であることは理解していたが，いざ145,000点を目前に茫然自失。ほ

ら吹きＮの功が奏して，実に多くの人達が研究者が立ち寄ってくれた。遺跡の奥深さに満足し，勢い込んで描いたシナ

リオに勝手に陶酔，しかし，結局は現実に引き戻され，時間に追いまくられる最後が待っていた。

　このすばらしい遺跡を今に・後世に伝えるべく，デジタル方式を導入，パソコンを駆使し職員10名と最後の一年懸命

に取り組んできた。

　今，まさに，その真価が問われる時である。

　その間，ドングリの実生の芽吹きの力強さに促され，第２の人生を始めた者もいる。待望の跡継ぎは出来たが，あま

りにも瓜二つのＤＮＡに呆れている者もいる。また，そのチャンス到来に自分は別だと自己暗示賭けつつ待望する者も

いる。最終版に追い込まれ，昼夜の区別もつかず24時間寝放しのあきれた強者もいた。本当の縁の下に徹し，報告書完

成を支えてくれたＳ君がいた。まだあるまだある・・・

　

　関わった職員の多くが，学校現場に復帰し運営に教壇に，あるいは新たな遺跡に取り組んでいる。

　彼らの思いも，本書に反映できていることを信じたい。万感の思いと感謝を込めて。




